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　　thmu
　
【
要
約
目
本
稿
は
「
瀾
元
・
天
宝
器
を
中
心
と
す
る
街
代
兵
制
の
諸
様
彬
」
と
云
う
題
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
た
論
稿
の
一
部
で
、
事
々
そ
の
第
一
章
の
主

要
部
分
に
相
当
す
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
、
兵
役
の
母
体
を
な
し
た
一
般
担
税
戸
口
、
即
ち
州
県
籍
帳
に
湿
せ
ら
れ
た
「
百
姓
」
と
、
軍
諸
恋
に
載
せ
ら
れ
た

府
兵
（
「
切
土
」
）
と
の
関
係
を
考
え
、
所
謂
「
軍
府
州
」
に
お
け
る
ω
州
県
民
籍
帳
と
軍
糧
名
簿
と
の
関
係
、
②
軍
府
名
簿
の
作
製
手
続
、
㈲
点
兵
手
続
、

ω
州
県
の
管
域
と
軍
府
の
管
轄
と
の
関
係
、
㈲
府
兵
の
簡
点
年
次
の
問
題
等
を
取
扱
つ
た
。
既
に
論
じ
尽
さ
れ
た
感
あ
る
府
兵
制
で
あ
る
が
、
最
近
紹
介
さ

れ
つ
つ
あ
る
西
域
繊
土
文
書
中
の
兵
制
関
係
史
料
を
利
用
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
又
累
代
の
制
度
備
蓄
を
特
定
部
門
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
詳
細

に
捉
え
て
見
る
た
め
に
研
究
し
た
。

pmtw　　vtw

序

　
本
稿
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
要
約
の
中
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。

そ
の
上
、
従
来
の
研
究
に
拠
っ
て
叙
述
し
た
個
所
は
多
く
省
い
た
。

従
っ
て
多
少
脈
絡
を
失
い
、
必
ず
し
も
一
貫
し
た
論
旨
を
有
つ
も
の

で
は
な
く
、
特
に
何
事
か
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
論
証
し
よ
う
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
材
料
を
並
べ
た
に
止
っ
た
。
幸
い
に
識

者
の
御
教
示
を
得
て
材
料
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
、

蕪
雑
を
顧
み
ず
開
陳
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
紙
数
の
関
係
上
、
内

容
的
に
密
接
な
関
係
あ
る
W
節
を
削
り
註
屯
殆
ん
ど
翔
っ
た
の
で
、

論
拠
不
明
の
箇
所
や
誤
解
を
生
じ
や
す
い
不
用
意
な
断
定
と
思
わ
れ

る
叙
述
も
少
く
な
い
。
他
日
の
補
訂
を
期
し
た
い
。
近
年
の
こ
の
方

面
の
研
究
で
は
、
一
九
五
七
年
三
月
に
塔
仲
勉
氏
の
専
著
『
府
兵
綱

度
研
究
』
や
、
同
年
十
月
に
は
唐
長
手
淫
の
『
事
書
豊
富
箋
正
』
が

串
て
、
夫
々
独
臼
の
史
料
解
釈
を
示
さ
れ
、
又
極
く
最
近
、
曾
我
都

静
雄
教
授
も
一
説
を
と
な
え
ら
れ
た
。
筆
者
と
し
て
は
、
卑
見
と
異
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る
場
合
は
一
々
論
拠
を
挙
げ
て
御
教
示
を
乞
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
今
は
割
愛
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

騨
　
「
衛
士
」
と
「
菖
姓
」

　
云
う
迄
も
な
く
、
藤
代
前
半
期
の
国
家
常
備
軍
は
農
民
の
義
務
兵

役
に
よ
る
府
兵
を
建
前
と
し
た
。
彼
等
は
普
通
単
に
兵
士
と
呼
ば
れ
、

当
番
し
て
就
く
任
務
に
応
じ
て
、
　
衛
士
（
更
に
掌
閑
．
幕
士
．
餅
屋
を

は
じ
め
多
く
の
職
種
に
分
れ
る
）
、
防
人
（
鎮
兵
・
戌
兵
等
）
と
呼
ば
れ
た

が
、
地
方
の
軍
府
は
す
べ
て
京
師
禁
庭
の
諸
無
い
ず
れ
か
に
分
養
し

て
お
り
、
す
べ
て
の
籍
兵
が
近
衡
上
番
の
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
府
兵
在
籍
者
の
す
べ
て
を
総
称
し
て
一
般
に
「
衛
士
」
と
称

し
た
。
彼
等
の
簡
点
の
母
体
は
、
折
衝
府
を
設
置
せ
ら
れ
た
「
軍
府

州
」
に
お
け
る
、
州
県
戸
籍
に
登
載
せ
ら
れ
た
担
税
戸
「
百
姓
」

（
土
戸
・
実
戸
・
居
人
）
中
の
、
成
丁
男
を
原
則
と
し
た
。
彼
等
は
そ

の
在
役
期
間
中
他
の
税
役
負
担
を
免
ぜ
ら
れ
る
（
籍
帳
に
は
課
丁
見
不

輸
と
表
現
さ
れ
る
）
規
定
で
あ
り
、
兵
役
は
、
租
庸
調
・
正
役
脚
長
と

権
衡
す
る
、
墨
家
の
載
籍
民
「
百
姓
」
丁
重
の
基
本
的
負
担
体
系
の

一
環
を
な
し
て
い
た
。
従
っ
て
兵
役
負
担
の
問
題
を
考
察
す
る
に
当

っ
て
は
、
併
せ
て
全
域
役
負
担
配
徴
の
基
礎
と
な
っ
た
載
量
戸
・
丁

と
の
関
係
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
工
　
州
県
民
籍
帳
と
軍
鼓
衛
士
の
名
簿

　
州
県
百
姓
の
編
籍
手
続
の
概
略
と
、
州
県
の
具
え
る
各
種
三
役
闘

係
帳
簿
に
関
し
て
は
、
既
に
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
必
ず
し
屯
充
分
と
は
云
い
難
い
。
こ
れ
自
身

別
途
に
専
攻
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
今
は
本
題
の
範
選
外
で
あ
る

の
で
、
滞
り
に
諸
史
料
を
整
理
し
表
…
黙
す
る
に
止
め
る
。

　
さ
て
、
民
丁
は
こ
う
し
た
手
続
を
通
じ
て
州
県
に
把
握
せ
ら
れ
る

が
、
彼
等
の
中
か
ら
、
軍
府
は
府
兵
を
簡
点
し
軍
籍
に
入
れ
た
わ
け

で
あ
る
。

　
D
簡
点
の
手
続
　
　
府
兵
の
簡
点
手
続
に
つ
い
て
は
、
何
故
か
直

　
（

接
こ
れ
を
確
証
す
る
史
料
に
欠
き
、
又
従
来
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
も
な
か
っ
た
。
先
人
の
説
と
し
て
は
唯
一
人
蔭
霧
光
氏
が
、

　
凡
軍
府
的
州
、
称
為
『
軍
府
州
』
。
『
軍
府
州
』
都
有
『
軍
湿
半
』
和
『
衛

士
帳
』
。
前
者
係
後
備
兵
役
的
名
柵
、
後
着
呼
現
在
任
兵
役
分
番
宿
衛
酌
名

柵
。
都
豊
州
刺
史
折
衝
和
県
令
按
照
九
等
戸
和
特
殊
定
形
分
朋
差
定
。
」
「
三

年
一
定
戸
、
聯
装
兵
有
莫
大
関
係
。
府
兵
銀
甲
点
、
也
是
三
年
一
次
。
其
上

帳
当
然
依
照
九
等
之
戸
来
定
嚢
的
。
州
刺
史
和
折
衝
、
根
拠
県
令
戸
籍
、
点

選
府
兵
、
上
奏
兵
部
、
如
是
軍
籍
的
法
定
手
続
便
算
完
成
。
上
名
軍
籍
酌
、
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第
一
表
姻
県
籍
嬢
圏
覧

年
　
次

毎
　
歳

毎
　
歳

毎
　
歳

毎
　
歳

毎
　
歳

毎
三
年

（
子
卯

午
酉
）

璽
工
年

（
丑
辰

末
戌
）

期
　
　
限

歳
　
　
終

部以月起三老（
）前三）○吉日
爽（○限日六本
三戸日日前月養

中
年
以
西

下
物
予
定

起
正
月
上

旬
、
三
月

瓢一

Z
日
納

詑

単
位

里郷県県県県州

資
任
者

里
　
　
正

（
里
正
）

（
誉
老
？
）

県
　
令

県
　
令

娯
　
令

県
　
軽

輩
　
令

刺
　
史

作
製
手
続

資
所
部
、
収

手
　
実
↓

手
　
実
↓

（
郷
帳
？
）

貌
閲
（
小
団
）

（
郷
帳
等
？
）

収
手
実
之
際

量
其
資
産
皆

県
令
親
貌
形

状
以
為
定
説

大
団
貌

（
定
芦
）

県
司
責

手
　
実

計
　
帳

赴
州
勘
造

（
九
等
定
簿
）

文
欝

手
実

郷
帳

→計
帳

→
？
・

　　，
一簿差一
　　Fi’E”一一

定九く

簿等
戸
籍

毛

記
　
載
　
形
　
式
　
内
　
容

具
民
之
年
与
地
導
爆
」
呉
注
家
口
年

紀
」潅

腸
歳
課
役
（
応
鼠
戸
・
口
課
戸
・

口
、
不
課
戸
・
口
）

具
注
家
口
年
紀
（
戸
主
、
戸
口
姓
名

年
令
、
課
・
不
平
、
凹
田
畝
、
計
租

税
額
）

（
応
堪
差
科
戸
数
、

令
、
充
役
名
）

戸
等
、
男
丁
年

計
年
季
入
丁
老
疾
、
応
徴
免
課
役
及

三
士
者
（
若
五
九
三
丁
零
只
中
多
少
、

麗
筆
強
弱
、
虫
霜
旱
労
、
年
収
耗
実
、

過
典
形
状
）
若
疑
有
姦
擦
者
、
随
事

貌
定
、
量
目
於
実
。

点
式
、
　
（
戸
主
、
戸
口
姓
名
、
年
齢

続
柄
、
男
女
別
、
黄
老
丁
中
寡
妻
妾
、

戸
口
異
動
、
応
受
田
、
未
受
・
己
受
田
、

永
業
・
口
分
・
勲
田
・
園
宅
四
至
）

以
予
定
九
等
便
注
日
脚
（
戸
等
、
課
不

課
、
篤
・
廃
疾
、
勲
・
官
i
授
串
頭
某
）

部
数

送
付
保
管

県県
（
州
）

尚
書
戸
部

度
支

然州州
望診
注覆
引子

三等
通写

＝
翅
送
尚

書
戸
部
、

一
通
四
国

一
通
留
県

保
官

期
等

比留比留比留
　五　五　三三

備
　
　
考

開
1
8
勅
（
冊
）
、

（
会
）
、
律
疏
、

新
食

新
食

露
7
令

開
2
5
令

通
典

新
食

開
2
8
小
団
俸
止

王
年
一
回
（
会
）

六
典
、
旧
職

開
2
5
令

延
載
元
勅

（
冊
×
会
）

開
1
8
売

口
2
5
令

（
冊
）
（
会
）

｝送
省

備
考

－
、
此
等
ハ
類
ネ
上
級
官
【
庁
二
提
出
ス
ル
モ
ノ
、
特
質
保
存
サ
レ
ル
ヨ
ウ
ナ
文
轟
者
ニ
ツ
イ
テ
ノ
規
定
デ
、
実
際
ノ
運
用
二
当
ッ
テ
ハ
マ
ダ
各
種
帳
簿
ガ

ア
ツ
タ
ニ
チ
ガ
イ
ナ
イ
。
　
（
例
）
輸
租
帳
・
輸
庸
帳
・
正
丁
帳
等
。
　
　
2
、
戸
籍
・
計
帳
ノ
、
糟
県
ニ
ォ
ケ
ル
実
務
ハ
、
戸
曹
・
司
戸
参
軍
事
ノ
職

掌
デ
ア
ル
（
六
典
三
〇
）
。
　
　
3
、
籍
帳
ハ
郷
別
一
巻
ト
ス
ル
、
郷
ゴ
ト
ニ
記
載
。
　
　
4
、
備
考
欄
ノ
瀾
7
、
2
5
ハ
開
元
令
、
律
疏
ハ
縢
律
疏
議
、

新
食
ハ
新
癒
書
食
貨
志
ノ
略
、
同
ジ
ク
（
会
）
（
冊
）
ハ
夫
々
会
要
・
冊
府
元
亀
。
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便
算
計
現
役
府
兵
、
也
就
是
身
負
『
軍
名
』
、
不
能
逃
避
兵
役
的
一
切
責
任
。
」

　
（
「
難
魏
北
周
廷
争
唐
急
撃
府
兵
」
中
國
社
会
経
済
史
濫
発
五
巻
一
期
一
〇
五

一
穴
頁
）

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
・
更
昏
絶
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は

大
綱
に
覧
て
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
な

お
二
・
三
の
方
面
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
見
た
い
。

　
先
ず
谷
氏
の
立
論
の
根
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
に
つ
い
て

見
て
お
こ
う
。

㈱
諸
衛
士
、
各
立
名
簿
、
具
三
年
已
来
征
防
、
砦
差
遣
、
三
三
優
劣
為
三
等
、

　
毎
年
正
月
十
日
送
本
府
印
詑
。
勿
録
一
通
送
本
衛
。
若
有
差
行
上
番
、
折

　
衝
府
、
拠
簿
而
発
之
。
　
（
軍
防
令
開
元
七
年
）

働
毎
歳
十
一
月
、
以
衛
土
帳
上
〔
子
〕
尚
書
省
〔
兵
都
、
以
挨
徴
発
〕
天
下

　
兵
馬
之
数
、
以
聞
。
　
（
聡
唐
書
職
官
志
折
衝
府
〔
涌
典
職
官
〕
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

⑥
謂
衛
士
・
掌
閑
・
駕
士
・
幕
士
之
類
、
部
属
軍
手
者
、
　
総
是
総
軍
名
。

　
　
（
唐
輪
硫
議
二
八
捕
亡
律
丁
数
雑
黒
松
若
有
軍
名
疏
議
）

谷
氏
の
論
拠
が
右
の
一
二
条
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
所
で
㈲
に
云

う
「
衛
士
帳
」
は
折
衝
府
で
作
成
さ
れ
毎
年
十
一
月
に
丘
ハ
部
に
上
せ

ら
れ
る
交
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
「
衛
士

帳
」
は
毎
歳
中
央
で
天
下
急
斜
兵
馬
之
数
と
状
態
を
把
握
し
て
お
く

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
動
員
計
薦
も
こ
れ
に
基
い
て
立
て
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
恰
も
毎
年
の
全
国
戸
口
統
計
を
算
書
す
る
基
礎
と
な
り
、

又
来
歳
課
役
応
入
の
算
定
資
料
と
な
っ
た
戸
部
計
帳
に
比
せ
ら
れ
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
谷
氏
は
こ
れ
を
「
現
任
兵
役
分
番
宿
衛
者
偏

名
冊
」
と
云
わ
れ
た
が
「
衛
士
帳
」
に
所
謂
衛
士
は
京
衛
へ
の
上
番

者
の
み
を
指
す
竜
の
で
は
な
く
、
広
く
府
兵
を
総
称
し
た
も
の
で
あ

る
。
十
二
衛
へ
の
上
番
者
の
み
を
指
す
狭
義
の
徳
士
に
つ
い
て
は
、

別
に◎

〔
折
衝
府
〕
兵
曹
、
麟
、
徐
馨
志
蓼
歓
蒜
。
（
六
一
）

㈹
〔
十
二
衛
〕
左
右
衛
大
将
軍
・
将
軍
之
職
掌
、
麟
、
毎
月
、
親
勲
蠣
五
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
へ

　
之
三
衛
及
折
衝
府
之
號
騎
、
応
番
上
旛
、
各
回
其
名
簿
、
以
配
所
職
。
一

兵
葱
、
脚
、
三
番
第
上
下
回
書
名
数
、
三
三
而
過
大
将
軍
、
以
三
二
。
（
六

　
典
鴎
左
右
衛
大
将
軍
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

と
あ
っ
て
、
毎
月
折
衝
府
よ
り
本
割
に
送
ら
れ
る
簿
が
あ
っ
た
。
番

上
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
別
に
扱
う
の
で
今
は
こ
れ
以
上
触
れ

な
い
。
衛
士
帳
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
各
種
帳
簿
に
対
し
て
ヨ
リ
基
礎

的
な
文
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
衛
…
高
階
も
更
に

基
く
所
あ
っ
て
作
製
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
…
州
県
籍
か
ら
簡

点
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
る
丘
ハ
籍
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
の
名
簿
竜
毎
歳
作
製
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
氏
は
こ
れ
を
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「
軍
府
籍
」
と
考
え
ら
れ
「
係
後
備
兵
役
隠
名
冊
」
と
さ
れ
た
が
、

そ
の
内
容
は
三
年
以
来
の
各
人
の
勤
務
就
番
出
征
暦
を
記
し
、
次
に

差
遣
あ
る
場
合
に
備
え
て
差
発
の
優
先
順
位
を
三
等
に
分
け
た
も
の

で
あ
り
、
又
上
番
の
組
分
け
も
こ
の
簿
に
拠
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
即

ち
全
在
籍
府
兵
員
の
就
役
一
覧
簿
、
就
役
予
定
簿
と
称
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
府
兵
の
簡
点
は
三
年
目
簡
と
い
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
こ
れ
又
書
入
の
際
に
作
ら
れ
る
軍
癩
病
と
云
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
州
県
黒
塗
に
対
比
す
れ
ば
や
は
り
三
年
一
造
の
籍
よ
り

は
毎
歳
の
計
帳
（
尊
来
歳
課
役
）
や
学
科
簿
に
似
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
作
製
手
続
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
毎
三
年
の
簡
点
手
続

の
解
明
に
当
っ
て
互
に
照
明
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
こ
の
名
簿
（
谷
氏
の
所
謂
軍
府
籍
）
に
つ
い
て
は
、
毎
年
正
月
十
日

に
「
本
葺
」
に
送
り
印
し
詑
り
、
一
通
の
複
本
を
「
三
聖
」
に
送
る

と
あ
る
が
、
そ
の
作
製
者
や
作
製
手
続
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。

「
本
府
」
と
は
当
該
名
著
記
載
の
門
懸
軍
名
者
」
を
管
す
べ
き
当
該

折
衝
府
で
あ
り
「
本
衛
」
と
は
そ
の
府
が
所
属
す
る
京
師
の
十
二
衛

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
は
云
う
上
之
な
い
。
し
か
し
「
送
本
府
」

と
あ
る
か
ら
に
は
、
折
衝
府
以
外
の
官
司
で
作
製
さ
れ
て
該
当
折
衝

府
へ
送
付
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
折
衝
府
で
文
書
の
作
製

に
当
る
の
は
長
考
（
永
徽
・
聖
画
の
間
は
司
馬
と
称
す
）
及
び
兵
曹
参
軍

事
下
の
録
事
・
府
・
史
等
で
あ
る
が
、
そ
の
職
掌
を
見
て
も
上
掲
番

上
衛
士
の
名
簿
の
外
、
防
人
名
帳
、
在
府
者
の
教
習
簿
、
毎
歳
の
考

課
簿
、
老
弱
強
壮
の
棟
選
簿
、
甲
具
弓
箭
簿
等
の
存
在
が
知
ら
れ
る

が
、
何
れ
も
現
に
府
籍
に
在
る
者
の
中
、
特
定
の
任
に
つ
く
も
の
や

特
定
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
の
配
概
、
棟
選
に
関
す
る
簿
帳
の
様

で
、
全
般
の
名
簿
に
相
当
す
る
よ
う
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
も
し
折

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍉

衝
府
以
外
の
所
で
作
ら
れ
る
と
す
れ
ば
当
然
考
え
ら
れ
る
の
は
入
籍

を
作
製
管
理
す
る
州
県
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
六
典
曖
諜
京
兆
河
南
太

原
牧
及
都
督
刺
史
の
項
の
職
掌
に
は
「
嚇
閲
鳶
口
、
甲
兵
之
凝
縮
、
」

と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
判
ら
ず
、
兵
曹
（
司
兵
）
参
軍
の

条
に
も
「
掌
武
官
選
挙
、
嚇
兵
甲
器
杖
、
門
戸
管
鍮
、
蜂
候
伝
騎
之
事
、
篇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
州
に
お
け
る
「
甲
兵
之
徴
遣
」
に
は
応
募

　
　
②

や
防
丁
も
あ
っ
て
必
ず
し
も
府
兵
の
欝
欝
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。
こ

れ
で
は
不
充
分
で
あ
る
か
ら
次
に
別
途
の
考
察
を
試
み
る
必
要
が
あ

る
。　

玉
海
謎
ト
に
引
か
れ
る
郷
侯
家
伝
に
よ
る
と
、
府
兵
の
発
奮
・
教

習
に
つ
い
て
、

毎
発
及
、
皆
下
符
契
於
本
州
及
府
、
刺
史
与
折
衝
勘
契
双
発
之
。
而
毒
舌
食
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券
。
至
幕
所
期
処
、
験
其
芸
、
非
精
土
不
教
習
、
則
罪
其
折
衝
、
邑
智
加
罪

州
牧
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
拠
る
限
り
、
訓
練
動
員
に
つ
い
て
折
衝
都
尉
と

州
刺
史
は
そ
の
責
任
を
分
ち
合
い
、
刺
史
も
軍
府
の
機
能
発
揮
を
監

督
す
べ
き
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
当
然

簡
点
等
に
つ
い
て
も
州
司
と
軍
府
は
協
力
し
た
筈
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。

　
毎
三
年
と
云
わ
れ
る
簡
点
に
際
し
て
は
、
屡
々
引
か
れ
る
如
く
、

糟…

ｻ
律
か
諸
糠
…
点
衛
士
（
征
人
）
取
捨
不
平
条
疏
議
に
「
不
平
謂
捨

窟
取
貧
、
捨
縫
取
弱
、
捨
多
丁
而
取
少
丁
砂
肝
。
財
均
者
取
強
、
力

均
者
三
富
、
財
力
又
均
先
取
多
趣
。
扁
と
あ
り
て
、
該
当
者
の
年
令
は

勿
論
、
そ
の
外
に
戸
の
貧
窩
（
戸
等
の
高
下
）
、
戸
内
丁
中
数
の
多
少

が
考
慮
さ
れ
る
建
て
前
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
半
里
の
指
摘
す
る
如
く
、

理
窟
か
ら
云
っ
て
毎
三
年
州
県
で
行
わ
れ
る
「
駐
機
」
等
第
の
結
果

を
参
照
し
て
は
じ
め
て
実
情
に
則
す
こ
と
に
な
る
し
、
又
戸
等
・
戸

内
丁
数
等
に
し
て
習
い
等
し
け
れ
ば
本
人
の
「
力
偏
の
強
弱
を
問
題

と
す
る
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
や
貌
閲
を
経
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

か
く
て
簡
点
に
当
っ
て
州
県
官
吏
が
関
与
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
略

々
疑
い
無
い
。

　
更
に
こ
の
こ
と
を
間
接
に
証
す
る
も
の
と
し
て
、
軍
府
の
管
轄
す

る
軍
馬
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。
即
ち
仁
井
田
博
士
に
よ
っ
て
開

元
二
五
年
厩
牧
令
の
条
文
と
考
定
さ
れ
た
厩
前
野
験
畜
産
不
実
条

の
疏
議
に

諸
府
内
官
馬
及
伝
送
馬
騙
、
毎
年
皆
刺
史
折
衝
果
毅
等
、
検
駆
其
老
病
不
堪

乗
用
者
、
府
内
弓
馬
、
更
対
州
官
倉
定
、
一
至

と
あ
る
。
一
般
に
官
馬
の
管
理
が
如
何
に
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
た
か

は
、
西
域
出
土
の
長
行
馬
・
車
回
館
駅
馬
文
書
等
に
も
う
か
が
わ
れ

る
。
折
衝
府
の
管
轄
馬
の
棟
定
に
当
っ
て
州
官
と
の
土
定
を
規
定
し

た
の
は
、
主
と
し
て
不
正
防
止
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
州
県
籍
中
の

民
丁
の
得
点
に
当
っ
て
は
州
県
窟
の
立
合
い
は
恐
ら
く
不
可
欠
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
更
に
府
兵
は
六
十
入
漁
と
共
に
棟
退
せ
し
め
ら
れ

る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
入
老
の
こ
と
を
証
す
る
も
の
は
州
県
籍

で
あ
り
、
入
老
棟
退
手
続
に
つ
い
て
は
こ
れ
又
必
ず
や
州
県
官
司
の

手
を
経
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
幸
い
に
、
京
都
大
学
藤
枝
晃

助
教
授
の
撮
影
に
か
か
る
写
真
を
以
て
見
る
こ
と
を
得
た
玉
野
六
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

旧
蔵
元
楽
美
術
館
蔵
開
元
二
年
避
難
蒲
昌
府
文
書
残
片
中
に
　
（
仁
井

田、

ﾔ
号
一
九
、
藤
枝
番
号
八
の
中
）
、
左
の
如
き
・
も
の
が
あ
る
。
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蒲
自
県

逃
衛
士
劉
交
伯

　
　
右
得
牒
称
上
件
二
元
無
梨
牒
亀
入
六
十
二
者

　
　
去
年
貝
入
六
十
正
月
州
使
題
至
已
牒
府
詑

　
　
　
　
　
り
ロ

　
曹
廻
住
　
把
恵
住
　
呉
師
子

　
　
九
月
前
得
団
状
況
没
賊
依
検
案
内
今
年
四
陶

　
　
臼
得
県
牒
報
前
件
人
見
在
不
言
没
賊
［

（
下

番
）

こ
の
文
書
は
蒲
昌
県
か
ら
学
堂
府
に
宛
て
ら
れ
た
牒
・
文
の
残
片
で
あ

っ
て
、
云
う
所
は
「
逃
亡
兵
劉
文
伯
、
右
の
者
に
つ
い
て
問
合
せ
を

受
け
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
元
と
こ
の
者
が
入
老
該
当
者
だ
と
云
う

こ
と
は
県
か
ら
牒
報
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
云
う
。
し
か
し
彼
は

去
年
の
内
閲
で
た
し
か
に
六
十
と
認
め
ら
れ
、
今
年
正
月
に
は
州
の

使
も
こ
れ
を
検
覆
し
、
県
と
し
て
は
已
に
折
衝
府
に
悲
し
詑
っ
て
い

る
筈
で
あ
る
（
従
っ
て
逃
亡
で
は
な
い
？
）
。
叉
、
　
曹
廻
住
等
一
二
人
に

つ
い
て
は
、
九
月
前
に
受
け
取
っ
た
「
鴎
」
の
状
で
は
『
没
賊
』
と
注

し
て
あ
っ
た
の
で
検
案
し
た
と
こ
ろ
、
今
年
四
月
二
日
の
県
の
三
期

に
出
て
い
る
が
、
前
件
人
等
は
『
自
在
』
で
あ
っ
て
没
賊
と
は
云
っ

て
い
な
い
云
々
」
と
云
う
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
府
兵
は

入
老
棟
退
と
な
れ
ば
県
よ
り
府
に
牒
報
せ
ら
れ
、
県
で
は
貌
閲
さ
れ
、

州
の
検
覆
を
経
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
入
老
棟
退
手
続
を
見
れ

ば
、
簡
点
入
軍
に
際
し
℃
州
県
よ
り
該
当
老
の
名
簿
が
提
出
さ
れ
団

貌
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
略
々
確
実
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
な

お
右
文
書
に
見
え
る
「
団
」
は
毎
二
百
人
を
以
て
編
成
さ
れ
校
尉
に

率
い
ら
れ
る
部
隊
編
成
単
位
と
し
て
知
ら
れ
る
獺
の
謂
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
団
は
単
に
軍
事
行
動
を
行
う
際
（
当
番
．
差
遣

等
）
に
編
成
さ
れ
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
常
時
一
個
の
単
位
と
し

て
種
女
の
機
能
を
果
し
た
ら
し
く
見
う
け
ら
れ
る
。
寧
楽
博
物
館
文

書
及
び
大
谷
探
険
隊
将
来
の
ト
ル
フ
ァ
ン
文
書
中
の
軍
兵
関
係
の
も

の
に
は
、
履
女
「
団
」
の
字
が
見
え
「
校
尉
康
実
団
」
と
か
「
校
尉

高
堅
団
」
等
、
そ
の
「
主
帥
」
の
名
を
冠
し
て
指
さ
れ
て
い
る
。
而

し
て
折
衝
府
か
ら
各
種
の
事
項
に
臥
し
て
団
に
牒
・
帖
・
状
が
下
さ

れ
、
又
団
か
ら
状
が
上
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

選
考
は
後
に
譲
る
が
一
言
付
言
し
て
お
く
。

　
最
後
に
、
こ
れ
は
所
調
折
衝
府
欄
確
立
以
前
の
こ
と
に
属
す
る
が
、

唐
会
要
欝
八
団
貌
雑
録
・
武
徳
九
年
十
一
月
条
に
、

簡
点
使
左
僕
射
封
徳
灘
等
、
以
中
男
十
八
已
上
簡
取
入
軍
。
勅
旨
己
出
。
給

享
中
魏
徴
、
執
奏
不
可
。
融
徴
正
二
巴
、
贈
勢
子
国
家
衛
士
不
堪
政
戦
、
量
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其
為
少
、
麟
内
壕
簡
壮
健
、
遇
之
以
礼
、
人
首
唱
勇
、
何
必
在
多
。
陛
下
毎

嚢
誠
信
待
物
、
欲
使
窟
人
菖
姓
並
舞
矯
詐
之
心
。
今
之
共
冶
、
所
寄
惟
在
賂

全
制
史
、
年
常
貌
閲
、
並
悉
委
之
。
至
於
簡
点
、
即
事
詐
偽
。
望
下
誠
心
不

亦
難
乎
。

と
あ
っ
て
、
初
唐
に
お
い
て
は
簡
年
に
は
簡
上
使
が
中
央
よ
り
直
派

さ
れ
て
い
た
が
、
毎
年
の
団
貌
は
当
時
か
ら
丁
令
刺
史
に
委
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
給
事
中
魏
徴
は
、
団
貌
に
つ
い
て
は
刺
史
県

令
を
信
用
す
る
建
て
前
に
立
ち
乍
ら
、
簡
点
に
つ
い
て
は
州
県
の
貌

定
に
詐
偽
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
簡
点
使
に
督
察
せ
し
め
、
十
八

才
以
上
の
中
男
は
成
丁
扱
い
す
る
こ
と
を
「
三
家
不
信
、
三
遷
人
情

不
通
、
」
と
し
て
批
判
諌
止
し
て
い
る
。
　
こ
れ
も
又
、
貞
観
の
府
兵

制
確
立
後
に
お
け
る
訓
点
が
、
刺
．
史
県
令
の
団
貌
に
基
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
か
く
て
毎
歳
の
衡
士
名
簿
と
は
、
毎
一
二

年
州
司
下
府
対
定
し
て
大
露
礁
に
よ
っ
て
簡
点
さ
れ
た
兵
役
就
役
者

に
対
し
、
毎
年
州
県
が
国
庫
閲
に
よ
っ
て
身
魂
．
入
管
等
を
明
ら
か

に
し
、
及
び
冒
頭
に
見
た
如
く
三
年
已
来
の
就
役
状
態
を
検
会
し
て

記
入
す
る
も
の
で
、
州
県
で
作
製
さ
れ
て
軍
府
に
送
付
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
州
に
於
て
直
接
戸
籍
…
計
帳
の
事
務

を
管
掌
す
る
者
は
二
曹
（
一
戸
）
参
軍
で
あ
る
が
、
前
述
寧
楽
美
術

館
蔵
、
蒲
昌
包
文
書
中
の
、
仁
井
田
番
号
一
五
、
藤
枝
番
号
二
八
の

中
に
、

　
衛
士
田
通
子
　
高
君
［
口
R

　
　
右
因
前
得
府
牒
得
］

　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
コ
へ
　
　
　
　
　
　
つ
コ

　
　
速
報
岩
依
検
上
件
n

蒲
昌
府
件
状
如
前
者
［
鷲

牒
府
知
其
張
進
徳
等
〔
口
口
H
目
口

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ロ

州
二
曹
傍
牒
府
知
其
繭
－
…

任
山
回
依
前
附
牒
上
州
其
［
口

下
所
由
准
式
者
此
已
牒
上
州
ロ

　
　
　
ブ
　

状
牒
≧
至
准
状
故
旧

と
あ
る
。
残
欠
と
筆
者
の
古
文
書
に
対
す
る
知
識
不
足
の
た
め
内
容

不
明
確
で
、
識
者
の
御
教
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
思
う

に
こ
れ
も
蒲
畠
喋
よ
夢
蒲
昌
府
に
宛
て
た
牒
文
ら
し
く
、
祷
士
田

通
子
、
高
眼
某
等
に
つ
い
て
前
に
府
よ
り
牒
報
を
う
け
て
い
た
が
、

そ
の
件
に
つ
い
て
府
に
牒
し
て
知
ら
し
め
る
。
右
の
中
、
張
進
徳
等

の
件
は
州
の
戸
曹
で
処
理
さ
れ
た
。
傍
っ
て
旨
し
て
府
に
知
ら
し
め

る
。
又
闘
（
闘
？
）
某
の
件
で
は
、
埋
葬
さ
せ
る
こ
と
は
前
述
（
？
。
）

の
通
の
に
さ
せ
、
そ
の
旨
を
付
し
て
州
に
牒
上
す
る
。
又
何
か
所
由
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に
下
し
て
式
に
准
じ
て
取
9
は
か
ら
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
件
に
つ

い
て
は
、
己
に
州
に
牒
上
し
た
。
駆
馳
至
ら
ば
状
に
准
ぜ
よ
。
」
と

云
う
よ
う
な
こ
と
ら
し
い
。
と
竜
あ
れ
軍
府
と
州
の
戸
曹
と
の
間
に

（
嬢
を
介
し
て
？
・
）
牒
文
の
往
復
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
の
竜
、
何
か
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
但
し
こ
の
際
疑
問
と
な
る
の
は
、
折
衝
府
と
州
県
の
管
域
と
は
単

純
に
一
致
し
な
い
点
で
あ
る
。
　
「
送
本
府
」
と
あ
る
そ
の
当
該
軍
靴

と
州
県
と
の
関
係
を
次
に
検
討
し
て
お
こ
う
。
　
　
孚

　
㊧
捌
筆
管
域
と
軍
糧
の
「
地
団
」
　
　
唐
の
地
方
行
政
の
基
・
本
単
位

　
（

は
、
云
う
迄
も
な
く
州
で
あ
る
。
婚
田
獄
訟
の
行
政
竜
、
租
税
物
件

の
催
督
や
鰯
免
も
、
…
聖
遷
差
料
の
調
達
差
遣
亀
、
賑
櫨
も
、
州
を
以

て
基
本
単
位
と
せ
ら
れ
て
い
た
。
州
の
下
部
行
政
単
位
た
る
漿
は
屡

々
置
本
割
隷
が
行
わ
れ
た
が
、
州
は
覇
童
男
等
を
別
と
す
れ
ば
、
改

名
は
多
か
っ
た
が
、
概
廃
は
決
し
て
そ
れ
程
頻
繁
で
な
く
、
後
に
州

と
中
央
と
の
中
間
機
関
と
し
て
藩
鎮
の
幕
府
が
出
現
し
、
道
が
行
政

区
画
化
し
た
場
合
で
さ
え
、
中
央
－
州
の
関
係
こ
そ
が
基
本
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
南
北
朝
の
分
裂
か
ら
階
の
集
権
剃
の
経
験

を
経
て
組
織
さ
れ
た
唐
綱
に
於
て
は
、
兵
民
華
麗
の
分
離
は
原
則
と

し
て
貫
徹
さ
れ
、
州
司
の
管
掌
は
専
ら
民
政
に
限
ら
れ
た
。
難
民
の

或
時
期
以
後
、
後
に
団
解
答
を
兼
ね
て
団
結
兵
を
押
統
す
る
よ
う
に

．
な
る
ま
で
は
、
一
般
内
地
の
州
県
に
於
て
は
、
武
官
の
選
挙
考
課
を

通
じ
て
間
接
に
軍
政
の
運
用
を
監
視
す
る
任
務
の
外
は
、
特
に
命
を

受
け
た
と
き
兵
募
・
防
丁
等
の
所
定
兵
員
数
を
徴
募
し
て
中
央
直
送

の
総
管
の
指
揮
下
に
送
り
出
す
位
で
、
軍
事
権
と
呼
ぶ
程
の
も
の
は

与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
但
し
辺
要
の
州
に
は
多
く
都
督
府
が
お
か
れ
、

都
督
が
治
州
の
刺
史
を
兼
ね
て
近
傍
数
州
に
亘
る
城
隆
鎮
成
の
事
を

統
督
し
、
又
管
内
に
配
置
さ
れ
る
軍
団
の
兵
馬
甲
軍
馬
稟
の
事
を
管

掌
し
た
が
、
こ
れ
も
直
接
軍
事
行
動
を
指
揮
す
る
権
限
は
建
て
前
と

し
て
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
軍
直
撃
に
お
け
る
軍
制
と
州
・

県
司
と
の
関
係
に
は
暖
昧
な
点
が
多
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
所
で
折
衝
府
も
、
後
に
更
め
て
検
討
す
る
如
く
、
州
を
単
位
と
し

て
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
州
当
り
の
数
は
決
し
て
均
平

な
も
の
で
は
な
く
、
州
の
管
戸
数
に
対
し
て
も
全
く
無
関
係
で
あ
っ

た
。
州
県
は
勿
論
行
政
区
劃
と
し
て
人
口
を
大
き
な
要
素
と
し
て
い

た
が
、
同
時
に
一
定
の
管
域
、
空
間
的
領
域
を
有
ち
、
州
電
界
の
決

定
に
は
各
州
県
の
面
積
の
釣
合
と
い
う
こ
と
も
考
慮
に
入
り
、
山
川

等
の
自
然
的
境
界
竜
利
用
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
は
人
戸
の
居
住
状
態

と
完
金
に
適
合
し
た
境
界
を
持
つ
た
と
は
必
ず
も
も
云
い
難
い
よ
う
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鷹代府兵制度拾遣（菊池）

で
あ
る
。
然
る
に
軍
府
は
、
夫
女
八
○
○
人
乃
至
一
、
二
〇
〇
入
と

云
う
壮
丁
を
簡
点
し
て
兵
員
の
定
員
を
確
保
す
る
を
以
て
唯
一
絶
対

の
任
務
と
し
て
い
た
。
従
っ
て
軍
府
の
設
澄
は
、
空
間
的
に
見
て
州

県
界
内
に
平
均
に
分
布
す
る
と
云
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
云
わ
ば
全

く
人
口
本
位
に
、
一
州
内
の
人
戸
の
定
住
状
態
に
則
し
て
配
達
さ
れ

た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
州
県

の
管
域
と
折
衝
府
の
管
す
る
兵
丁
の
居
住
区
と
は
複
雑
な
関
係
に
お

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
唐
律
至
愚
九
職
剃
律
、
諸
刺
史
県
令
私
自
出
秀
歌
を
見
る
と
、
従

来
あ
ま
り
注
意
せ
ら
れ
な
か
っ
た
左
の
思
事
が
あ
る
。

諸
刺
史
嬢
令
、
折
衝
果
毅
、
私
自
出
界
、
杖
一
酉
。

疏
議
日
、
州
県
有
境
界
、
折
衝
府
有
地
団
。
罪
因
公
事
私
霞
禺
境
界
者
、
侯

　
一
百
云
丸

即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
州
県
の
管
域
が
界
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、

第
二
表
折
衝
欝
治
所

折
衝
府
に
も
そ
の
所
管
区
域
が
限
定
さ
れ
、
地
団
と
呼
ば
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
地
団
に
関
し
て
は
、
謬
言
の
所
こ
の
一
条
以

外
徴
す
べ
き
記
事
を
晃
出
し
得
ず
、
的
確
な
こ
と
は
一
切
れ
か
ら
な

④い
。
た
だ
州
喜
界
に
準
じ
て
折
衝
果
毅
が
勝
手
に
そ
の
外
へ
出
て
は

な
ら
ぬ
と
云
う
以
上
、
空
間
的
な
一
定
の
広
さ
を
規
定
さ
れ
た
軍
府

の
管
轄
区
域
と
云
っ
た
竜
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
う
か

が
い
得
る
。

　
今
一
州
内
の
州
界
と
地
団
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
直
接
こ

れ
を
伝
え
た
史
料
は
無
い
が
、
軍
府
庁
禽
の
所
在
地
点
と
県
界
と
の

関
係
に
よ
っ
て
幾
分
推
測
が
つ
く
。
而
し
て
折
衝
府
は
「
其
府
、
多

因
其
地
各
自
為
名
。
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
殿
名
1
1
地
名
を
手
掛
り
と

し
て
そ
の
庁
舎
の
設
澱
場
所
、
治
所
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
の
多
く
は
県
名
と
一
致
す
る
が
、
な
お
興
味
あ
る
も
の
を
手

許
の
若
干
例
に
よ
っ
て
示
す
と
第
二
表
の
如
く
で
あ
る
。

府
　
　
名

川
出
府
索
節
府

　
　
懐
仁
府

　
　
善
化
府

関

係

地

名
（
出

典
）

推
　
定
　
治
　
所

雍
州
始
平
県
崇
節
罷
職
舎
（
李
夫
人
墓
誌
）

　
蒲
城
鼎
懐
三
郷
（
長
安
志
一
〇
）

　
蒲
城
県
善
化
郷
（
岡
　
　
一
八
）
．

蒲蒲王
城城州
　　始県県
　　平
善懐
　　県
化仁治

泉郷内

備

考
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安
業
府

水
衡
府

仲
山
府

灌
鍾
府

椀
里
府

　
　
　
武
亭
府

華
州
義
津
府

坊
州
杏
城
府

丹
州
長
松
府

延
州
寒
門
府

河
中
府
安
遠
府

　
　
　
綴
化
府

　
　
　
蒋
陽
府

丼
州
竹
馬
府

　
　
白
馬
府

慈
州
件
城
府

懐
四
郷
下
府

鄭
州
湊
州
府

鳳
翔
府
三
交
府

朧
州
籠
盤
府

伊
州
柔
遠
府

－
少
唱
遣
功
膏

　
り
誰
一
霧

　
　
　
　
　
～

、
マ　

　
効
穀
府

　
　
懸
泉
府

吉
川
永
泰
府

　
　
成
陽
県
安
業
郷
（
同
　
　
一
〇
）

　
　
雲
陽
漿
有
水
衝
府
〔
在
県
西
南
三
里
〕
　
（
長
安
志
二
〇
）

　
　
雲
陽
醸
有
仲
山
府
〔
在
県
西
北
四
十
塁
〕
　
（
同
　
　
　
）

灌
鍾
府
折
鋤
、
鎮
子
威
薩
州
胞
泉
精
祠
（
大
唐
安
岡
寺
寂
照
和
上
碑
）
馬
鉋
泉
在
威
陽

隈
西
二
五
里
（
長
安
志
一
　
二
）

授
穂
里
翼
果
毅
都
尉
、
府
在
金
城
県
（
太
平
広
記
四
五
二
）
魏
黒
故
城
星
園
郎
城
在
興

平
県
東
南
一
〇
里
（
長
安
志
）

　
　
武
功
県
武
亭
川

華
州
下
郵
県
義
津
郷
（
黒
氏
文
集
故
唐
坊
州
鄭
城
県
難
陳
麻
君
夫
人
臆
断
銘
）

杏
城
在
中
山
峰
西
南
五
里
（
元
和
郡
剛
志
製
）

成
寧
県
、
嶽
龍
二
年
移
治
長
松
（
旧
唐
地
理
志
）

寒
門
鎮
在
延
昌
県
西
北
二
十
里
、
鎮
本
在
夏
州
寧
朔
県
界
、
閲
元
二
年
記
（
元
和
郡
懸
軍
）

貞
元
七
、
河
中
歩
奏
、
於
古
安
遠
府
城
内
綴
河
西
県
（
太
平
土
平
記
三
二
）

罪
数
郷
県
界
化
故
城
後
魏
繍
軟
化
郡
理
所
　
〔
｛
仕
鳳
小
｝
四
北
三
十
四
［
耶
磁
　
　
（
岡
一
四
六
）

蒋
陽
撞
、
山
険
県
醤
南
七
里
（
元
和
郡
県
殿
堂
）
有
墓
薙
亭
〔
城
〕
在
霊
宝
県
東
南
一

〇
里
（
同
、
及
太
平
慶
宇
記
）

在
井
州
城
・
中
　
（
一
際
和
群
県
士
心
一
山
ハ
）

自
［
馬
出
在
孟
県
東
．
北
山
ハ
○
里
、
　
山
L
「
点
有
白
馬
関
（
岡
上
）

杵
城
県
、
後
魏
置
、
取
雑
誌
名
（
旧
聞
地
理
志
）

　
　
　
（
法
苑
珠
林
債
負
篇
引
田
部
感
応
）

新
鄭
県
湊
州
府
城
即
東
魏
河
南
道
行
台
、
侯
禦
営
軍
之
鱒
（
元
禰
郡
県
志
九
）

霊一

�
驕
o
仕
宝
雛
県
西
十
｛
ハ
里
　
（
元
和
郡
県
志
三
）

畿
盤
出
、
在
呉
由
県
策
南
七
里
（
太
平
悪
字
記
三
二
）
呉
下
県
、
上
元
元
年
移
治
毒
悪

城
（
旧
唐
地
理
志
）

柔
遠
県
貞
観
四
年
躍
、
県
東
柔
遠
故
城
（
旧
唐
地
理
志
）

敦
燈
県
階
大
業
十
一
年
於
漢
龍
勒
城
内
澱
龍
勒
府
（
元
和
郡
県
志
照
○
）
龍
勒
郷
（
天

宝
六
載
籍
）

敦
煙
県
効
穀
郷
（
天
宝
六
輝
蒋
）
嘉
納
堂
（
西
猿
時
建
）
其
地
獅
子
城
東
北
羅
城
中
、

敦
煙
県
懸
泉
郷
（
大
石
四
年
手
工
）
今
浮
効
穀
府
（
沙
田
図
経
、
三
所
裳
）

．
清
江
県
、
永
泰
鎮
（
元
豊
九
城
志
）

威陰雲成

陽
県
安
葛
郷

陽
　
県
　
界
　
内

開
　
県
　
界
　
内

金
城

　
　
県

興
平

隠
蟹
械

武
　
功
　
県
　
境

華
州
下
溝
県
義
津
郷

坊
正
中
部
県
沓
城

寒

門

鎮

丼
州
郭
下
県
内
（
城
中
）

白
　
　
　
馬
　
　
　
関

慈
州
件
城
県
城
内

離
州
郭
下
県
城
内

鄭
州
新
選
県
故
城

合取敦

盛煙煙

県県県

懸効龍

所説勒

郷郷郷

故
城

府
治
後
聞
県
治
ト
ナ
ル

府
下
城
趾
県
治
ト
ナ
ル

北
朝
以
来
ノ
郡
県
治

故
城
（
漢
？
亭
）

北粟
漬
ノ

鎮
ノ

後

故
城
（
北
朝
）

城城
∵
後
黒
闇
治
ト
ナ
ル

故
城

故
城

宋
代
ノ
鎮
ト
ナ
ル
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ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
必
ず
し
も
適
例
と
は
云

え
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
当
然
の

こ
と
乍
ら
府
の
馬
所
は
人
戸
集
中
せ
る
県
城
内
に
お
か
れ
、
大
県
で

あ
れ
ば
一
城
内
に
数
府
が
資
か
れ
た
場
合
も
あ
る
。
又
県
界
以
外
の
、

県
界
内
、
県
境
上
と
思
わ
れ
る
地
に
置
か
れ
た
場
合
竜
多
い
が
、
そ

れ
ら
の
地
名
は
率
ね
郷
名
或
い
は
唐
以
前
か
ら
の
故
城
や
関
の
所
在

地
で
あ
る
と
か
、
古
来
郡
県
の
置
廃
を
繰
返
し
た
地
で
あ
る
と
か
、

後
に
同
一
名
の
県
や
、
小
都
市
た
る
鎮
が
出
現
し
た
り
し
て
い
る
よ

う
な
所
で
、
県
程
で
は
な
い
に
し
て
も
郷
村
と
し
て
は
比
較
的
人
口

密
集
し
、
又
古
来
軍
事
交
通
上
で
馬
重
要
な
地
点
と
さ
れ
た
よ
う
な

場
所
で
あ
る
。
こ
の
点
軍
府
昔
話
の
研
究
は
宋
代
以
後
の
農
村
都
市

の
研
究
と
対
比
す
る
と
き
に
も
何
等
か
の
問
題
を
提
起
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
又
注
目
す
べ
き
は
、
多
く
の
玉
名
が
郷
名
と
一
致
し
て
い
る
事
実

で
あ
る
。
所
謂
乾
燥
ア
ジ
ア
に
入
る
西
北
辺
は
も
と
よ
り
、
北
支
一

帯
の
自
然
的
風
土
的
条
件
に
よ
っ
て
、
定
住
地
は
制
約
さ
れ
、
自
然

村
落
は
自
ず
と
歴
朝
相
承
け
て
城
塗
を
形
成
し
た
場
合
が
多
く
、
そ

れ
ら
が
郷
・
星
と
さ
れ
、
行
政
単
位
に
編
成
さ
干
て
い
た
。
折
衝
府

の
配
麗
は
、
州
梁
城
邑
以
外
の
農
村
地
域
で
は
率
ね
自
然
村
落
の
如

き
聚
落
の
分
布
に
対
応
し
て
布
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う

な
定
住
形
態
に
期
し
た
行
政
区
劃
と
し
て
は
、
郷
や
村
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
折
衝
癒
の
地
団
は
恐
ら
く
郷
学
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。
唐
で
は
百
戸
を
以
て
一
里
と
な
し
、
五
里
・
五
百
戸

を
以
て
郷
と
な
し
て
い
た
が
郷
の
実
体
に
つ
い
て
は
未
だ
充
分
明
ら

か
に
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
云
い
難
く
、
果
し
て
五
百
戸
と
云
う
建
て

前
が
如
何
様
に
維
持
さ
れ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
恐
ら
く
郷
に
も
大

小
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
竜
か
く
、
　
一
州
内
の
軍
事
数

は
管
県
数
と
合
わ
ぬ
場
合
が
殆
ん
ど
で
、
一
読
内
数
地
団
と
な
る
場

合
と
共
に
、
逆
に
一
言
団
が
両
県
以
上
に
跨
る
勘
定
に
な
る
場
ム
ロ
も

多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
県
と
府
と
の
不
整
合
は
、
何
処
か
で
整
合
さ

れ
な
け
れ
ば
県
籍
を
案
じ
て
簡
点
を
行
う
に
技
術
的
困
難
が
件
つ
た

に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
処
で
整
合
さ
れ
得
た
か
と
云
え
ば

郷
を
単
位
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
嘗
は

五
亘
戸
と
す
れ
ば
、
一
県
は
大
小
各
々
二
一
三
千
戸
か
ら
一
万
戸
以

上
迄
あ
っ
て
、
五
i
六
郷
か
ら
二
〇
三
郷
迄
あ
っ
た
勘
定
に
な
る
。

一
郷
六
一
七
百
丁
と
し
て
最
高
三
丁
一
兵
位
の
点
扇
掛
で
約
一
干
の

兵
を
得
る
に
は
最
低
五
－
六
郷
以
上
と
な
る
。
或
い
は
一
幕
を
以
て

一
府
を
覆
き
、
或
い
は
大
県
一
県
下
の
二
〇
数
郷
を
数
府
に
配
し
、
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或
い
は
両
漿
か
ら
数
郷
を
取
っ
て
一
府
の
地
団
が
設
定
せ
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
州
県
屍
籍
帳
が
す

べ
て
郷
ご
と
に
作
製
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
、
単
に
税
物
配
徴
等
の

便
宜
の
み
に
止
ら
ぬ
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
先
に
見
た
如
く
、
州
県

か
ら
「
本
窯
」
に
送
ら
れ
る
兵
士
の
名
簿
は
、
恐
ら
く
郷
別
に
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
を
合
し
て
一
喫
団
分
が
当
該
府
に
送
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
地
団
が
両
県
に
跨
る
と
き
は
両
県
か
ら
当
該
地
団
所
属
の
郷

分
に
つ
い
て
の
名
簿
が
送
ら
れ
て
ぎ
た
屯
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
夏
　
府
兵
の
年
齢

　
府
兵
の
該
当
年
令
が
、
｝
二
歳
薄
口
よ
り
五
九
歳
ま
で
で
、
六
〇

歳
に
し
て
入
老
退
役
と
さ
れ
て
匹
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
若
干
異
々
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
草
中
制
そ
れ
自
身
が
変
更

ぜ
ら
れ
た
時
期
（
神
詣
元
年
（
七
〇
五
）
よ
り
二
面
一
二
年
（
七
〇
九
）
迄
は
二

二
歳
成
了
五
八
免
役
。
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
十
二
月
以
後
二
三
歳
成
丁
。
）
は
、

簡
点
年
令
も
勿
論
そ
れ
に
準
じ
た
に
相
異
な
い
が
、
そ
れ
を
別
に
し

て
も
な
お
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

㈱
凡
民
二
十
－
為
丘
ハ
、
　
六
十
需
闇
免
。
　
（
新
唐
讃
兵
志
）

㈲
年
二
＋
風
狂
、
六
＋
蒲
免
。
（
宇
治
離
貞
攣
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

⑥
（
先
天
二
年
詔
闘
）
二
十
一
入
募
、
六
十
一
出
軍
（
新
卜
書
兵
志
）

し
か
し
此
等
の
記
事
は
い
ず
れ
も
史
料
価
値
に
於
て
劣
る
。
そ
し
て

た
と
え
ば
同
じ
通
覧
が
他
の
箇
所
噸
二
に
覧
て
は
，
「
初
諸
衛
府
兵
、

　
つ
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

白
円
成
丁
従
軍
、
点
畳
職
而
免
、
其
家
罷
免
雑
樒
。
」
　
と
云
い
、
　
又
同
じ

　
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

兵
志
が
「
二
十
為
兵
」
　
「
二
十
一
入
墨
」
等
と
記
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
決
し
て
丁
中
制
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
く
、

単
な
る
誤
写
か
文
学
的
表
現
に
お
け
る
修
辞
的
な
概
…
数
量
示
の
た
め

で
あ
る
。
⑨
の
「
六
十
一
出
軍
」
は
明
ら
か
に
誤
写
で
あ
る
（
冊
府

元
亀
一
二
圏
帝
王
部
修
武
備
、
唐
飴
石
七
二
京
城
諸
軍
、
先
天
二
年
響
宗
酷
）
。

即
ち
府
兵
該
当
年
令
は
一
貫
し
て
「
成
丁
」
か
ら
「
入
老
」
ま
で
で

あ
っ
た
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
浜
口
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
如
く

「
簡
点
の
施
行
さ
れ
る
の
は
三
年
目
に
一
度
宛
で
あ
っ
た
か
ら
、
二

十
一
歳
徴
兵
適
齢
と
同
時
に
簡
点
さ
れ
て
入
役
す
る
形
許
り
で
は
な

く
、
申
に
は
二
十
二
歳
、
或
は
二
十
三
歳
を
以
て
入
賑
す
る
者
も
有

っ
た
訳
で
あ
る
。
然
も
傭
役
年
令
だ
け
は
、
減
点
の
年
次
に
関
せ
ず
、

一
斉
に
為
老
燗
ち
六
十
歳
を
以
て
す
る
事
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
兵
士
に
依
っ
て
在
役
年
限
に
多
少
の
．
長
短
の
差
が
あ
っ
た
訳
で

あ
る
。
」
　
（
浜
口
重
国
「
府
兵
制
度
よ
り
新
兵
制
へ
」
『
史
学
雑
誌
』
四
一
編

一
〇
号
二
三
－
二
四
頁
）
又
、
三
丁
に
一
兵
と
い
う
点
丘
ハ
率
が
定
め
ら

れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
の
点
兵
馬
の
最
大
限
を
示
し
た
迄
で
「
実
際
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は
函
折
早
書
を
し
て
所
定
の
定
員
一
例
え
ば
上
襟
な
ら
ば
一
干
二
百

人
i
だ
け
点
じ
た
の
で
あ
る
。
し
　
（
同
上
一
＝
頁
）
従
っ
て
毎
三
年
の

点
語
は
定
員
内
に
お
け
る
三
年
間
の
死
線
入
老
廃
疾
御
蔵
だ
け
の
欠

員
補
充
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、
地
域
に
よ
っ

て
府
兵
の
年
・
齢
に
差
を
生
み
出
す
可
，
能
性
が
あ
っ
た
。
即
ち
同
じ
軍

府
州
で
あ
っ
て
も
戸
口
数
に
対
し
て
六
府
の
少
い
州
県
で
は
、
大
多

数
の
丁
男
が
兵
役
外
忙
在
り
、
従
っ
て
簡
点
に
当
っ
て
は
殆
ん
ど
常

に
入
丁
直
後
の
若
壮
者
を
認
諾
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

所
が
戸
口
に
対
し
不
釣
合
な
ま
で
に
軍
府
を
玄
馬
せ
ら
れ
た
州
県
や
、

軍
府
は
少
く
て
も
府
兵
以
外
の
兵
募
・
防
丁
・
土
鎮
等
に
多
数
の
若

壮
者
を
奪
わ
れ
た
よ
う
な
州
県
で
は
、
点
兵
を
免
れ
て
白
了
で
居
る

者
は
む
し
ろ
例
外
的
に
少
い
と
さ
え
云
え
る
。
従
っ
て
毎
三
年
の
欠

員
補
充
に
当
っ
て
も
、
入
丁
直
後
の
若
者
ば
か
り
を
撰
湿
し
た
の
で

は
不
足
し
、
先
に
点
兵
を
免
れ
て
い
た
稽
女
年
上
の
白
丁
を
竜
括
取

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
軍
役
偏
重
の

州
県
に
於
て
こ
そ
、
む
し
ろ
比
較
的
高
年
令
に
な
っ
て
簡
点
さ
れ
る

兵
士
が
混
つ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
西
域
出
土
文
書
等
の
中
に
現

わ
れ
る
衛
士
の
年
令
等
を
考
え
る
際
に
も
こ
う
し
た
条
件
は
一
応
注

意
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
連
関
し
て
、
通
典
に
将
軍
総
叙
に
、
先
天
二
年
正
月
十
日
置

と
し
て
「
往
者
衛
士
、
計
戸
取
充
、
使
二
十
一
入
募
、
六
十
出
軍
、

既
揮
働
労
、
威
欲
逃
匿
。
今
改
取
二
十
五
以
上
充
、
十
五
年
即
放
出
。

頻
鼠
壁
鎮
撫
、
十
年
放
出
。
」
と
あ
る
。
　
こ
れ
に
拠
る
と
先
天
二
年

（
開
元
元
年
）
に
法
を
改
め
て
工
十
一
成
田
入
軍
を
止
め
、
工
十
五
歳

に
達
し
て
始
め
て
入
隅
と
し
た
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
後
述
の
如
く

開
元
九
年
に
は
二
十
一
歳
入
軍
の
実
例
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
契

丹
・
吐
蕃
の
活
動
は
開
元
年
間
に
入
り
本
格
化
し
点
兵
は
い
よ
い
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
　
「
十
四
十
五
上
戦
場
」
と
云
う
極
端

な
面
取
さ
え
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
当
り
徴
兵
年
令
の
大

幅
引
上
げ
を
行
う
こ
と
は
果
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
武
・

章
后
と
続
い
た
政
局
の
棄
乱
を
整
頓
せ
ん
と
す
る
玄
宗
が
、
執
政
と
、

し
て
民
力
を
休
め
ん
と
し
た
意
図
は
疑
え
な
い
が
、
新
唐
墨
兵
志
は

「
転
補
取
年
二
十
五
以
上
、
五
十
而
免
、
」
と
云
い
乍
ら
「
難
有
此

君
、
善
事
不
克
行
」
と
称
し
て
い
る
。
全
く
、
先
天
二
年
敷
が
こ
の

時
限
り
の
一
時
的
恩
雌
ハ
を
示
す
竜
の
で
な
い
限
ゆ
、
兵
志
の
編
者
の

音
習
見
は
も
っ
と
竜
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
又
、
い
ず
れ
に
せ
よ
府
兵

制
は
既
に
衰
退
期
に
あ
っ
て
右
の
勅
竜
そ
の
前
提
に
立
っ
て
既
に
兵

制
と
し
て
重
き
を
置
か
れ
な
い
か
ら
こ
そ
優
免
の
対
象
と
も
た
と
い
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う
見
解
も
成
立
つ
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
以
後
三
七
年
間
は
命
脈

を
保
つ
た
府
兵
制
は
果
し
て
こ
の
時
既
に
見
棄
て
ら
れ
て
い
た
わ
け

だ
ろ
う
か
。
退
役
年
限
の
短
縮
は
わ
か
る
が
、
繰
入
年
令
の
引
上
げ

に
よ
っ
て
、
体
力
的
に
も
若
年
考
に
劣
り
、
社
会
的
に
も
扶
養
者
を

　
　
　
　
し
　
　
　
も

抱
え
る
層
の
み
を
点
兵
対
象
と
す
る
の
は
ど
う
も
解
せ
な
い
の
で
あ

る
。
敢
え
て
通
事
編
者
の
要
約
の
仕
方
に
疑
義
を
産
む
こ
と
が
許
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
直
交
は
些
か
違
っ
た
主
旨
の
よ
う
に
も
受
取

れ
る
の
で
あ
る
。

　
冊
府
元
亀
帰
陣
帝
王
部
修
武
備
門
及
び
唐
会
要
論
京
城
諸
軍
は
、
右

の
軟
文
の
よ
り
原
形
に
近
い
も
の
を
載
せ
、
特
に
躍
動
元
亀
は
そ
れ

が
誉
宗
の
下
で
執
政
者
た
り
し
玄
宗
隆
基
の
出
せ
し
「
諮
」
な
る
こ

と
を
明
記
し
て
い
る
。
而
し
て
そ
れ
は
、

嚇、

棊
ﾟ
（
㈱
期
）
天
下
衛
士
取
年
二
十
五
巳
上
春
、
充
十
五
年
々
放
出
。
塗
下

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
其
れ
天
下
の
衛
士
、
年
二
五
已
上
の
者
を
取
り

て
充
て
る
は
、
十
五
年
に
し
て
即
ち
放
出
す
。
」
或
い
は
「
応
に
天

下
に
令
し
、
衛
士
の
電
車
二
十
五
已
上
の
者
は
、
充
つ
る
こ
と
十
五

年
に
し
て
即
ち
放
出
す
べ
し
、
」
と
は
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
，
即

ち
、
　
「
年
二
五
巳
上
に
な
っ
て
点
兵
さ
れ
た
者
」
に
つ
い
て
の
恩
典

と
考
え
る
こ
と
は
で
達
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
こ
れ
に
は
直
ち
に
反
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
二
五
歳

過
ぎ
て
点
入
さ
れ
た
者
の
み
の
恩
典
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
一
歳
と
同

時
に
直
入
せ
ら
れ
六
〇
歳
迄
服
務
す
る
者
に
比
し
余
り
に
竜
優
遇
さ

れ
す
ぎ
て
不
公
平
で
は
な
い
か
と
。
だ
が
二
十
五
歳
已
上
で
点
兵
せ

ら
れ
る
衛
士
と
云
う
竜
の
が
、
も
し
在
来
か
ら
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ

れ
は
如
何
に
し
て
生
ず
る
か
を
考
え
て
見
る
必
要
は
あ
る
。
彼
等
は

二
一
～
二
三
歳
当
時
何
等
か
の
理
由
で
簡
点
せ
ら
れ
ず
兵
た
る
に
不

適
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
簡
点
の
前
年
成
丁
と
す
れ
ば
二
五
歳
蓬

に
一
度
、
簡
点
の
年
成
丁
で
あ
れ
ば
二
度
、
簡
年
の
翌
年
装
丁
と
し

て
も
一
度
、
夫
々
簡
点
に
棟
退
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
　
一
度
な
ら
ず
二

度
迄
も
不
慮
と
さ
れ
た
よ
う
な
者
は
、
種
々
な
る
理
由
で
と
も
か
く

兵
た
る
に
相
応
し
か
ら
ぬ
条
件
の
者
と
判
断
さ
れ
た
者
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
啄
め
て
点
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
生
じ
た
と
き
二
五
歳

已
上
の
衛
士
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
屯
述
べ
た
如
く

兵
役
偏
重
の
州
に
こ
そ
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
竜
と
も
と
府

丘ハ

ﾉ
も
又
そ
の
他
の
丘
ハ
募
・
防
丁
・
土
室
等
に
も
点
ぜ
ら
れ
な
か
っ

た
様
な
兵
役
不
適
の
条
件
の
所
有
者
で
、
し
か
屯
兵
源
枯
潟
に
よ
っ

て
工
五
歳
過
ぎ
て
駆
り
出
さ
れ
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
等
が

「
頻
経
征
鎮
者
」
と
共
に
特
に
優
免
の
対
象
と
な
っ
て
屯
よ
さ
そ
う
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も
　
　
ヤ
　
　
も

で
あ
る
。
又
「
充
十
五
年
即
放
出
」
は
新
唐
書
兵
志
及
び
通
鑑
遜
㏄
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
へ

発
一
7
5
年
正
月
乙
亥
条
に
「
誰
、
衛
士
自
今
二
十
五
入
軍
、
五
十
免
」
と

あ
る
の
と
は
合
致
し
な
い
。
会
要
∵
冊
府
元
亀
で
は
2
5
＋
1
5
1
1
4
5
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

免
と
な
る
様
に
見
え
る
。
も
し
五
〇
才
な
ら
ば
「
充
十
五
年
即
放
出
」

　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

は
「
充
二
十
五
年
即
放
出
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
五
年
が
二

五
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
は
誰
し
竜
直
ぐ
抱
く
考
え
で
あ
る
が
、
し

か
し
ま
だ
他
に
考
え
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
つ
注
目
を
惹
く
の
は
「
三
年
二
十
五
已
上
者
」
と
云
う
表
現
を

正
確
に
伝
え
た
会
要
・
三
三
元
亀
が
共
に
「
充
十
五
年
即
放
出
」
と
、

充
軍
已
来
の
年
数
を
以
て
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
兵
志
・
通
鑑

が
共
に
「
五
十
而
免
」
と
到
達
年
令
を
以
て
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

る
。
前
者
は
或
い
は
二
十
五
已
上
で
あ
る
か
ら
最
低
四
十
五
歳
、
最

高
は
五
十
歳
以
上
を
も
含
め
た
表
現
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

れ
に
し
て
も
四
十
五
歳
放
出
は
一
時
の
恩
典
と
し
て
も
実
行
は
疑
わ

し
い
。
で
は
「
十
五
年
即
放
出
」
が
「
年
五
十
即
放
出
」
の
倒
錯
と

見
る
可
能
性
は
無
い
か
と
云
う
に
、
こ
れ
は
会
要
・
冊
府
元
亀
の
外

通
典
竜
「
十
五
年
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
も
と

正
し
く
は
コ
一
十
五
年
」
或
い
は
「
年
五
十
」
と
あ
っ
た
竜
の
を
、

冊
立
元
亀
。
会
要
。
通
典
が
揃
っ
て
「
一
五
」
と
誤
っ
た
と
は
些
か

考
え
難
い
。
然
ら
ば
鷺
草
・
通
鑑
の
筆
者
達
は
、
何
処
に
「
五
十
免
」

説
の
根
拠
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
等
か
別
の
材
料
が
存
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
知
る
を
得
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
興
味
あ
る
材
料

を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
前
述
の
寧
楽
美
術
館
蔵
開
元

二
年
西
州
蒲
昌
府
文
書
中
に
見
出
さ
れ
る
衛
士
の
名
簿
（
仁
井
田
番

号
一
八
、
藤
枝
番
号
二
の
中
）
で
あ
る
。

1243567812 11　10　9

（
前

回
義
女

康
羊
皮

薦
住
龍

　
人
　
承

安
行
仁

蘇
道
代

宋
旧
師

張
屯
仁

趙
子
子

　
　
7
，

　
欠
）

張
成
三

三
三
三

三
三
仁

．
三

三
真
通
・

來
留
三

白
居
住

康
看
住

牛
慈
海

淳
干
士
通
　
口
口
□
　
趙
n

　
　
　
　
フ
　

李
成
子
　
蘇
三
三
　
東
回
三

皇
甫
調
量
子
　
王
猫
子

　
人
　
入
　
六
　
十

　
　
　
　
　
　
つ
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ロ

闘
逸
書
　
張
工
縫
　
郭
成
二

一
　
随
　
番

　
　
　
　
　
　
フ
コ

　
張
文
達
　
三
文
凌

孫
智
悉
　
丁
龍
宮

　
　
つ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
フ
ロ

　
康
巧
六
　
三
三
素

　
宋
梁
高
高
慶
成

　
淳
至
徳
通

　
　
　
　
　
フ
ロ

　
　
宋
徳
倫
（
備
）

　
　
　
　
　
ひ
の

　
　
　
康
世
疋
［
H
目

　
　
　
　
ひ
コ

　
　
塵
追

　
　
　
前
君
「

　
　
趙
黄
n

　
　
　
　
フ
ゆ

魯
霜
行
（
信
）

　
　
龍
語
口

王
政
鋼
茂
［
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車
延
住

　
人
侍
　
丁

　
　
　
　
　
　
　
フ
リ
　
ひ
ロ

麹
同
仁
　
蘇
員
禮
　
蟹
皇
甫

人
五
十
停
．
番

康
巧
住
　
曹
担
≧
　
三
三
文

康
興
奴
趙
頁
達

（
後
　
　
　
欠
）

　
ひ
コ

康
島
島
目
目

　
　
ひ
コ
　
　
　
つ
ロ

王
満
佑
　
郵
員
臼

こ
の
文
書
自
体
に
は
日
付
は
な
い
が
、
こ
の
一
群
の
交
書
の
臼
付
が

す
べ
て
開
元
二
年
二
月
か
ら
八
月
の
間
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら

見
て
、
開
元
二
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
轟
々
間
違
い
な
い
。
即
ち

先
の
先
天
二
年
（
開
元
元
年
）
識
の
直
後
の
軍
府
兵
の
文
書
で
あ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
交
書
自
体
の
性
質
の
検
討
は
別
の
機
会
に

馨
が
・
最
醤
村
元
佑
氏
等
に
よ
っ
て
紹
介
せ
ら
渇
大
谷
文
書

第
三
〇
二
八
、
三
σ
二
九
、
三
〇
一
六
、
三
〇
二
一
、
三
〇
二
七
、

三
〇
二
六
、
三
〇
一
九
の
一
連
の
文
書
は
、
記
載
形
式
に
於
て
正
し

く
右
の
蒲
昌
府
文
書
と
相
当
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
大
谷
文
書
に
て

は
［
天
と
あ
る
所
に
す
べ
て
人
数
を
書
き
こ
ん
で
あ
る
の
に
、
本
文

書
で
は
空
白
に
止
り
、
大
谷
文
書
で
は
人
名
に
傍
点
を
以
て
チ
ェ
ッ

ク
し
た
形
跡
が
あ
る
の
に
、
本
文
書
に
は
な
く
、
何
等
の
押
印
も
見

え
な
い
様
で
あ
る
の
は
、
本
交
書
が
何
等
か
の
事
惰
で
未
完
の
ま
ま

に
正
つ
た
か
、
或
い
は
皇
出
文
書
の
控
え
・
写
し
と
云
っ
た
屯
の
か
、

と
も
か
く
文
書
そ
の
も
の
と
し
て
は
此
二
か
大
谷
文
書
中
の
そ
れ
と
は

相
異
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
三
楽
美
術
館
文
書
中
に
は
な
お
数

点
同
様
の
名
簿
の
残
片
が
存
し
、
大
谷
文
書
と
比
較
検
討
す
る
と
き

種
女
の
問
題
を
提
起
し
う
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
「
分
番
・
島

辺
・
禁
衛
」
と
し
て
別
稿
で
取
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。
さ
て
右
文
書

を
見
る
と
、
第
1
1
行
に
「
口
人
入
六
十
」
と
あ
っ
て
「
六
十
而
免
」

の
規
定
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
第
1
6

行
目
に
「
［
］
人
五
十
停
番
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
　
「
停
滞
」

と
は
恐
ら
く
燦
候
・
鎮
・
戌
や
州
県
に
番
上
（
京
師
上
番
は
原
則
上
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
問
題
の
多
い
こ
と
は
別
に
詳
論
）
す
る
の
を
停
止

し
、
六
十
歳
迄
は
依
然
軍
籍
を
除
か
れ
な
い
が
、
肉
体
的
に
楽
な

「
守
府
」
の
み
に
当
ら
し
め
た
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

文
書
に
徴
す
る
に
、
特
に
府
官
の
秩
身
に
は
老
年
兵
を
充
て
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
五
十
停
番
の
こ
と
は
未
だ
史
書
に
そ
の
記
事
を
見
な

い
が
、
正
に
こ
こ
に
「
五
十
免
（
番
）
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

兵
志
・
通
鑑
の
伝
え
る
「
五
十
免
」
は
或
い
は
こ
れ
に
相
当
し
、
先

天
二
年
誰
の
真
意
は
こ
の
停
番
を
規
定
し
た
竜
の
で
あ
っ
た
か
も
し

118　（954）



癒代府兵鋼獲拾遺（菊池）

れ
ず
、
或
い
は
又
全
く
別
の
詐
言
規
定
が
あ
っ
て
、
混
入
し
て
来
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
又
こ
れ
は
四
十
五
歳
放
免
説
に
対
し
て

竜
有
力
な
否
定
材
料
で
あ
る
。
何
し
ろ
詰
が
下
さ
れ
て
一
年
し
か
経

た
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
「
事
不
克
行
」
と
雛
も
痕
跡
位
は
認

め
ら
れ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
一
面
、
完
全
な
「
放
出
」

「
放
免
」
と
し
て
軍
籍
…
か
ら
除
く
の
で
な
く
、
た
だ
品
番
・
停
番
と

し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
四
十
五
歳
か
ら
適
用
し
て
も
さ
程

園
難
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ど
こ
か
に
四
十
五
歳
停
番
［
の

証
が
あ
れ
ば
こ
の
説
は
充
分
成
立
つ
。
し
か
し
今
の
所
は
こ
の
五
十

停
番
が
唯
一
の
証
跡
で
あ
診
、
一
度
下
さ
れ
た
四
五
歳
放
免
が
、
各

軍
府
の
実
状
に
応
じ
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
五
十
停
番
に
改
め

ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
文
書
に
…
徴
す
る
限
り
、
　
「
五
十
放

出
」
は
完
全
な
「
放
免
」
と
し
て
で
は
な
く
て
「
免
番
」
と
云
う
措

置
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
「
十
五
年
放
出
」
と

「
五
十
重
量
」
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
疑
問
が
残
る
が
、
今
は
暫
く

こ
の
程
度
に
止
め
た
い
。

　
　
亙
　
簡
点
の
年
次

　
府
兵
の
簡
点
に
つ
い
て
は
「
凡
一
二
年
一
曹
点
、
成
丁
挿
入
、
六
十

野
壷
。
し
（
六
典
五
兵
部
）
と
　
ム
う
規
定
が
知
ら
れ
て
お
り
、
仁
井
贋
博

士
は
こ
れ
を
日
本
軍
客
気
と
比
較
せ
ら
れ
て
、
開
元
七
年
軍
防
令
の

条
文
に
比
定
さ
れ
た
。
但
し
「
三
年
一
隻
、
馬
丁
先
入
」
は
別
条
に

基
く
か
も
し
れ
な
い
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（
受
令
拾
遺
）
。
開
元
七
年

令
に
比
定
さ
れ
た
根
拠
は
明
確
で
な
い
が
、
恐
ら
く
六
典
編
纂
の
経

過
及
び
典
拠
に
つ
い
て
の
一
般
的
’
知
見
に
基
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
浜
口
博
士
は
こ
の
規
定
を
貞
観
以
来
の
通
規
で
開
元

七
年
に
は
既
に
廃
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
課
長
儒
氏
は
却
っ

て
開
元
七
年
当
時
は
「
三
年
」
で
な
く
開
元
二
五
年
令
に
到
っ
て
定

め
ら
れ
た
竜
の
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
の
生
ず
る

所
以
は
、
開
元
六
年
勅
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
記
事
の
解
釈
に
か
か
っ

て
い
る
。
唐
会
要
譜
七
府
兵
の
項
に

醐
聞
　
兀
六
年
一
山
月
二
十
七
n
口
三
脚
、
諸
折
衛
【
軍
兵
、
毎
年
一
撃
山
脚
州
、
至
吟
所
司
条

奏
。と

あ
り
、
屡
々
現
行
会
誌
と
字
句
の
異
る
場
合
の
あ
る
南
宋
の
玉
海

所
引
の
会
要
も
、
こ
の
点
は
一
致
し
て
い
る
。
所
が
新
町
書
兵
志
は
、

玄
心
爪
関
悶
「
兀
六
年
、
始
勃
賦
、
折
箭
剛
府
丘
ハ
、
鉱
六
歳
　
簡
。

と
伝
え
て
い
る
。
仁
井
田
博
士
は
こ
れ
に
つ
い
て
特
に
見
解
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
は
お
ら
れ
な
い
が
、
浜
口
博
士
は
新
玉
書
に
拠
っ
て
会
要
の
「
毎

年
」
は
「
毎
六
年
」
の
脱
文
で
あ
り
、
貞
観
以
来
三
年
一
翼
の
規
定
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で
あ
っ
た
電
の
に
こ
の
年
変
更
を
加
え
倍
の
六
年
一
簡
に
簡
年
間
隔

を
延
長
さ
れ
た
・
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
武
后
朝
以
後
の
一
般

的
紀
綱
半
泊
と
共
に
、
府
兵
の
徴
発
も
次
第
に
原
則
励
行
が
困
難
と

な
り
つ
つ
あ
っ
た
し
、
　
一
方
次
第
に
府
兵
以
外
の
兵
種
の
活
躍
が
見

ら
れ
る
と
云
う
大
勢
を
踏
ま
え
、
我
が
国
に
お
け
る
班
田
・
造
田
の

年
次
が
次
第
に
弛
緩
し
て
間
隔
が
長
く
な
る
傾
向
を
晃
せ
た
事
実
等

を
念
頭
に
お
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
又
新
選
書
累
累
の

編
者
の
見
解
で
も
あ
り
、
兵
志
は
続
け
て
「
自
署
宗
武
臨
時
、
天
下

久
不
用
兵
、
府
兵
之
法
逃
腰
、
番
役
更
代
多
層
以
時
」
と
の
べ
て
い

る
。
も
し
こ
の
解
釈
に
立
つ
と
す
れ
ば
翌
開
元
七
年
公
布
の
軍
防
令

に
は
当
然
六
年
一
期
点
を
う
た
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ

り
、
た
と
え
七
年
令
の
編
纂
が
四
年
に
着
手
さ
れ
た
と
し
て
竜
何
等

六
年
の
改
正
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
云
う
の
は
解
せ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
の
点
に
疑
問
を
感
ぜ
ら
れ
た
の
が
黒
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
　
一
般

的
に
云
っ
て
会
意
と
新
型
書
と
の
史
料
価
値
を
比
較
し
た
場
合
、
新

唐
書
を
以
て
会
要
の
誤
り
を
訂
す
の
は
か
な
り
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
右
の
「
毎
年
一
簡
」
「
毎
六
歳
一

簡
」
に
つ
い
て
は
断
定
を
避
け
、
た
だ
何
れ
に
し
ろ
六
典
の
掲
げ
る

「
三
年
山
蛭
」
と
は
合
致
し
な
い
。
も
し
六
典
に
云
う
所
が
開
元
軍

防
令
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
開
元
六
年
勅
の
直
後
に
制
定
さ
れ
た

七
年
令
に
非
ず
し
て
、
そ
の
後
改
変
を
加
え
ら
れ
た
二
十
五
年
・
令
に

他
な
る
ま
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
唐
氏
の
考
え
の
底
に
は
、
右
の

表
面
的
理
由
の
外
に
な
お
次
の
よ
う
な
推
論
が
横
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
即
ち
本
来
丘
ハ
員
最
適
者
を
常
時
定
数
い
つ
ば
い
確
保
す
る
建

て
前
か
ら
す
れ
ば
、
融
点
は
毎
歳
行
う
の
が
理
想
で
あ
る
。
武
后
朝

以
後
の
箪
・
興
頻
発
と
共
に
丘
ハ
員
増
大
は
い
よ
い
よ
強
く
要
求
さ
れ
た
。

従
っ
て
府
兵
機
に
お
け
る
早
年
は
末
期
に
近
付
く
に
つ
れ
延
長
よ
り

亀
む
し
ろ
短
縮
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
制
度
が
弛
緩
し
照
年
の
閲

隔
が
開
い
て
ゆ
く
と
い
う
衰
頽
傾
向
屯
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
毎

歳
一
男
か
ら
更
に
非
時
簡
単
へ
と
い
う
風
に
点
兵
年
次
が
短
縮
さ
れ

点
兵
が
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
の
中
で
、
府
兵
制
の
矛
盾
が
激
化
し

崩
壊
に
至
っ
た
と
云
う
方
が
真
相
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考

え
で
あ
る
。
そ
れ
は
兵
甲
が
「
自
高
宗
武
后
妃
、
天
下
久
離
用
兵
、

府
兵
製
法
寝
壊
」
と
の
べ
る
の
に
対
し
、
皇
宗
朝
以
後
か
ら
こ
そ

東
は
契
丹
、
西
は
吐
蕃
、
北
は
突
厭
の
侵
入
が
激
化
す
る
の
で
あ
り

「
志
所
云
大
探
し
な
り
と
き
め
つ
け
て
い
る
氏
の
言
葉
の
中
に
う
か

が
わ
れ
る
。
但
し
毎
年
分
点
は
実
施
上
繁
擾
を
極
め
て
不
可
能
で
あ

り
、
毎
三
年
一
簡
程
度
が
最
も
実
情
に
適
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
毎
歳
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一
簡
を
葭
標
と
し
つ
つ
実
際
の
経
験
を
採
り
入
れ
た
結
果
、
最
も
合

理
的
な
毎
三
年
一
々
に
最
後
に
落
着
い
た
竜
の
と
推
理
さ
れ
た
よ
う

で
、
由
っ
て
毎
三
年
一
越
を
開
元
二
五
年
令
に
比
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
右
の
論
点
も
今
一
度
顧
る
・
だ
け
の
値
う
ち
は
あ
る
と
思
う
。
他

に
開
元
六
年
越
の
史
料
が
得
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
れ
以
上
の
憶
測
は

無
意
味
で
あ
る
か
ら
暫
く
他
の
方
面
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
府
兵
簡
点
に
関
す
る
記
事
を
年
代
順
に
捻
っ
て
見
る
と
、

㈱
武
徳
九
年
十
一
月
、
簡
点
使
田
園
射
古
徳
郵
等
、
以
中
腰
十
八
已
上
簡
取

　
入
興
、
勅
旨
巳
繊
、
給
事
中
魏
徴
執
奏
不
可
。
上
露
、
琳
、
依
弐
点
入
、

　
於
理
謄
本
。
琳
、
徴
正
色
日
、
琳
、
若
次
男
以
上
、
並
点
乱
軍
、
直
撃
雑

　
樒
将
何
取
給
、
且
比
国
家
衛
士
『
不
堪
攻
戦
、
量
其
為
少
、
嚇
、
若
輩
点

　
取
人
並
充
年
数
、
錐
多
細
動
是
無
用
云
為
、
　
（
二
会
要
八
五
団
貌
雑
録
）

⑧
』
貝
観
元
年
四
月
、
発
諸
道
簡
点
使
（
唐
会
要
七
八
諸
…
使
雑
録
）

と
あ
っ
て
、
武
徳
末
貞
観
初
の
簡
点
に
当
っ
て
は
諸
道
に
簡
点
訳
が

中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
少
く
と
も
こ
の
頃
に
は

連
年
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
れ
は
所
謂
府
兵

制
確
立
（
貞
観
十
年
）
以
前
の
形
成
期
で
あ
る
が
、
単
な
る
臨
時
徴
兵

に
つ
い
て
の
も
の
で
な
く
常
備
…
冤
・
衛
士
の
無
点
で
あ
る
。
思
う
に
こ

の
頃
は
簡
点
に
つ
い
て
一
定
の
年
次
が
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
都
度
遣
使
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
が
一
定
の
年
次
を
以
て
行
わ
れ
る
よ
う
制
度
化
さ
れ
た
の
は
恐

ら
く
折
衝
帝
制
確
立
の
貞
観
十
年
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
仮
り

に
こ
の
年
を
起
点
と
し
て
、
以
後
毎
三
年
一
簡
の
規
定
が
守
ら
れ
た

場
合
の
簡
年
を
表
示
し
て
み
る
と
第
三
町
中
の
A
記
号
の
年
と
な
る
。

所
が
簡
点
に
関
す
る
次
の
史
料
は
、

⑥
威
亨
三
年
十
二
月
、
目
下
簡
点
格
（
唐
会
要
七
八
聖
誕
雑
録
）

と
あ
る
。
こ
の
簡
点
格
の
内
容
は
目
下
の
所
全
く
知
る
を
得
な
い
が
、

こ
の
年
は
貞
観
十
年
を
起
点
と
す
る
毎
三
年
中
難
点
仮
定
年
に
一
致

し
て
い
る
。
所
が
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
既
に
見
た
如
く
衛
士
帳
の

作
製
は
毎
歳
十
一
、
月
上
で
あ
り
、
名
簿
は
毎
歳
正
月
に
府
で
印
し
懸

る
規
則
で
あ
っ
た
。
毎
三
年
の
簡
点
も
州
県
の
計
帳
が
十
月
末
戸
部

奏
詑
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
体
こ
の
月
次
に
零
点
を
終
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
す
る
と
十
二
月
定
心
の
格
は
翌
年
一
月
送
主
の
名
簿
作
製

の
た
め
と
し
て
竜
遅
き
に
過
ぎ
、
到
底
そ
の
年
の
簡
点
に
は
閻
に
合

わ
ぬ
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
す
る
と
こ
れ
は
こ
の
年
実
施
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
翌
年
に
備
え
て
出
さ
れ
た
屯
の
か
も
し
れ
な
い
。
即

ち
貞
…
観
以
来
毎
三
年
の
簡
点
を
行
っ
て
こ
の
年
に
到
っ
た
が
こ
の
年

点
兵
規
定
を
改
定
し
た
た
め
乃
至
何
等
か
の
事
情
で
簡
点
を
中
止
し
、
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更
め
て
翌
年
点
兵
を
実
施
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
或
い
は
こ
の
年

ま
で
は
三
年
一
浪
の
原
剛
は
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
年
が
貞
観

十
年
起
算
の
毎
三
年
目
に
当
る
の
は
偶
然
で
、
こ
の
格
を
以
て
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

一
簡
点
の
こ
と
が
確
立
し
た
の
か
屯
し
れ
な
い
。
次
の
仮
定
と
し
て
、

翌
威
亨
四
年
を
起
点
と
す
る
毎
三
年
の
簡
年
を
設
定
し
て
み
る
と
、

第
三
表
B
記
号
の
年
次
が
こ
れ
に
当
る
。
す
る
と
偶
然
で
あ
ろ
う
か

開
元
六
年
は
正
し
く
こ
の
簡
年
に
当
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
電
今
度

は
勅
の
下
さ
れ
た
の
が
五
月
二
十
七
日
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
正
し

く
こ
の
年
の
難
点
の
た
め
に
下
さ
れ
た
詔
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
若

し
六
年
一
簡
と
し
た
場
合
の
簡
年
を
示
す
と
C
記
号
の
年
次
が
梢
謝

す
る
。
次
に
試
み
に
造
籍
の
年
と
定
め
ら
れ
た
丑
辰
未
戌
、
定
戸
の

年
と
定
め
ら
れ
た
子
五
器
酉
の
年
を
見
る
た
め
十
二
支
を
記
入
し
、

且
つ
敦
焼
・
吐
魯
出
土
戸
籍
の
伝
存
す
る
も
の
を
籍
を
以
て
表
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
み
た
。
鈴
木
俊
教
授
に
よ
れ
ば
、
丑
官
立
戌
年
の
造
醐
の
規
定
は
、

早
く
と
竜
長
蒋
元
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
大
足
以
後
開
元
中

期
迄
は
確
実
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
開
元
後
期
は
戸
籍
の
現
物
が

伝
存
せ
ず
、
天
宝
の
戸
籍
は
三
年
一
造
で
あ
っ
て
も
既
に
丑
辰
未
灰

年
作
製
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
三
戸
が
確
実
に
子

卯
午
西
回
の
年
に
行
わ
れ
た
の
も
右
の
期
間
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

期
間
に
関
す
る
限
り
、
B
の
年
次
は
尽
く
子
卯
午
酉
の
三
年
一
定
戸

大
団
貌
の
年
と
一
致
し
、
ま
さ
に
こ
の
年
次
に
簡
点
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
強
い
。
然
ら
ば
開
元
六
年
以
後
は
と
云
う
に
、
開
元
十
年
以

後
に
な
る
と
造
籍
の
確
認
も
な
く
定
戸
國
貌
の
年
竜
定
か
で
な
い
。

た
だ
現
存
す
る
記
帳
中
に
衛
士
と
注
記
さ
れ
て
い
る
者
を
採
り
上
げ

て
検
討
す
る
途
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
伝
存
戸
籍
を
検
す
る
に
、
唯
一
例
、
敦
煙
発
見
開
元
十
年
籍
の
戸

主
郭
玄
肪
の
戸
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転
読
籍
男
星
二
、
開
元
八
年
帳
後
膨
、
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
コ
　
フ
サ

男
思
慕
　
年
弐
拾
弐
歳
　
衛
士
　
就
実
被
開
元
七
年
十
二
月
十
三
日
符
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尊
合
二
二
、
闘
元
九
年
後
奉
其
年
九
月
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
格
点
入
。

と
見
え
る
。
即
ち
こ
の
郭
思
事
は
「
前
籍
年
（
開
尤
七
年
）
既
に
廿
一

歳
と
さ
れ
て
い
た
が
、
開
元
八
年
の
無
紋
で
そ
の
誤
な
る
こ
と
が
朋

ら
か
と
な
砂
、
開
元
七
年
十
二
月
十
王
日
の
通
達
（
荷
）
を
遭
用
さ
れ

て
父
の
戸
貫
に
付
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
開
元
九
年
に
廿
一
歳
適
々
と

な
り
、
そ
の
年
九
月
九
日
の
格
に
従
っ
て
点
入
さ
れ
衛
士
と
な
っ
た
」

と
云
う
わ
け
で
あ
る
。
開
元
九
年
と
云
え
ば
、
彼
の
宇
文
業
の
括
戸

の
始
つ
た
年
で
あ
り
、
同
じ
九
月
に
は
「
聖
霊
武
士
詔
」
　
（
唐
大
詔

ム
桑
一
9
一
）
も
出
さ
れ
て
い
る
所
を
見
る
と
、
軍
備
増
強
の
諸
範
の
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第三表府兵簡点年次推定表
恒圏年号

627貞観

651

654

657

660

663

666

669

672

3
」
4
「
D
ρ
0
7
0
0

　9

680

685

69e

永徽

顕慶

朔
封
器
機

罷
乾
総
威

丁
役成

免
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

21
U0

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

10

P3

墲
P
9
2
2
2
5
2
5
3
ユ
を
3

4
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
宅
1
2
3
4
1
1

．eL

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

西暦

691

695

700

705

710

715

720

年号 支

B

D
A
B
B

B
團

　
　
　
成

B
　
　
2
2B

B

子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
噸

9
襯
　
ユ
　
9
臼

余
意
寿

天
運
長

1
　
　
1
　
　
1
　
1
　
1
　
2

載
歳
封
歳
天
功
暦

延
万
登
万
通
神

1
　
　
1
　
　
り
白

視
足
安

久
大
長

り
Q
　
4

置
2
置
2
3

襯
　
聯

景雲1

　　2
太概1
先天2

瀾元1

　　2

戌
亥
子

寅
卯2

3辰
巳
午
4
5
6未
申
酉

7
8
Q
》

22成丁58つ三役

B

21成丁　60入老
D　［E3］　［F3］
　　　［E：］　［Fg］

B　［E，t］　［F，］

圏　　　Ei〔Eユ：】F3

　　　［E2］

B　Ea　F2［Fa］

園　E叢［E茎］Fエ［F3］

　　E・［E5ユ［瑚

BCE，［E3］　［Fi］

魔　　［玖］F2［F3］

　　E4　F3　［Fa］

BDE．r［Es］F2

酬矧支
722闘元10戎

　　　11亥

　　　12子

725

730

735

740

745

丑
寅
卯
辰
巳
午

Q
）
4
『
0
ρ
0
7
8

1
1
1
1
1
1

天宝1

　　2

圏E3［E2］Fエ［Fl］

　　E，　［E，］　F3　・

C　　［瑚F2

　　Es［Eエ］　［F1］

　　E3［E2］Fエ

　　E，［E，］　［F，］

　　E‘　［F，］

　DEユ　F王［Fまコ

C　Ea　［Fi］

C

C

18
Q3

@
　
圏

5

未
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
早
耳
未
申
酉
戌
亥

19

Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

P
2
3
4
5
6
7
8

7501　9
　　　10

DEI　F迂Fユ］

　　　F，

　　　Fl

　　　Fl
　　　F，

逡震學圏

・月・日騰鮪

備考　　1．Aハ貞観10ヲ起点トスル毎3年簡点年，　Bハ威享4ヲ起点トスル毎3年簡点．
　　　　年，Cハ關元6ヲ起点トスル毎6年簡点年ヲ示ス。
　　　2．〔鋼ハ現存敦煙等戸籍ノ年次ヲ示ス。

　　　3．Dハ戸籍言己載衛士ノ戒丁年次ヲ示ス。　Exハ天田差科斗記載衛士ノ二丁年次
　　　　（pa宝IOヨリ逆算）及ピ人数ヲ示ス。［Ex3ハ同ジク士民6載起算ノ場合。　Fx

　　　　ハ同ジク蠣衛ノ場合ヲ示ス。
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措
㎜
置
が
取
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
九
日
格
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
如
何
な

る
方
面
に
つ
い
て
の
規
定
か
知
る
由
竜
な
い
。
或
い
は
前
述
の
先
天

二
年
（
押
元
元
年
）
識
で
取
二
十
五
己
上
者
充
と
定
め
た
徳
士
の
手

入
年
令
に
変
更
を
加
え
二
十
一
成
丁
に
も
ど
す
と
云
う
主
旨
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
⑱

た
か
屯
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
右
に
よ
っ
て
、
開
元
九
年
に
素
点
が

行
わ
れ
た
こ
と
だ
け
は
紛
れ
も
な
い
事
実
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
而
し
て
開
元
九
年
は
従
来
通
り
三
年
一
簡
と
す
る
か
或
い
は
毎

年
一
病
と
す
れ
ば
簡
年
に
当
る
が
、
毎
六
年
一
門
と
し
た
揚
含
は
ど

う
算
え
て
も
開
元
六
年
の
次
の
簡
年
に
は
当
ら
な
い
。
兵
志
の
六
年

一
簡
説
は
早
く
も
障
碍
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
毎
歳
一
十

説
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
知
る
限
り
簡
点
年
次
の
明
記

さ
れ
た
史
料
は
右
の
一
条
に
止
る
。
他
は
戸
籍
面
に
記
載
さ
れ
た
年

令
か
ら
逆
箕
し
て
入
丁
の
年
次
を
推
定
し
点
入
年
次
を
考
え
て
み
る

以
外
に
な
い
。
今
現
存
戸
籍
中
の
衛
士
に
つ
い
て
一
括
蓑
示
す
れ
ば

第
四
表
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
を
D
記
号
を
以
て
第
三
表
に
記
入
す

る
。　

又
、
ペ
リ
オ
発
見
敦
燈
諸
郷
三
宝
六
～
十
載
差
科
簿
を
研
究
さ
れ

　
　
　
　
　
⑭

た
西
村
元
佑
玩
は
、
同
交
書
記
載
の
衛
士
四
一
人
、
翅
衛
二
七
人
に

つ
き
、
文
書
の
推
定
年
代
の
上
・
下
限
た
る
天
宝
六
載
、
一
〇
載
を

第四表　敦煙吐燗番戸籍衛士丁丁年次表

戸主・衛士姓名 翻成丁轍1 備 考

推定返点年「唐宋法律文総」
恩威享4？
　　　　　　仁井田p．679
翌延葺曳1　…》　　仁井録ヨ　p．682

翌久視1？　　　　p．683

戸籍年次及発見地

翌久視1？　　　　p．683

　　　　　　仁井田p．709
開元9入’
　　　「東洋文化研紀要10」、
　　　　　　　el本　P．186
開元9　　　仁井田P．700

　　　　　　仁X二田　p．701
但武騎尉，開元18授
　　　　　　仁井田P．712
　　　　　　仁井畷P．714

威享　3

長寿　2

闘元

二元

開元

閲元

開元

景雲

7

9

9

17

19

元

50

@
2
9
　
　
4
9
　
2
2
　
4
7
3
9
3
7
5
8

戸主

　？

　？

戸主

戸主

常醤二

男智力

盤暦2年帳後点入2名

門雪意

郭玄肪三思宗

　
　
真

　
　
崇

　
　
男
亮

　
　
兄
思

　
　
亡
父

礎
忠
臣
郎

　
思
懐
二

思
程
弗
柱
卑

主
　
　
主
主

戸
　
　
戸
戸

大足1 敦　焼

吸魯番

天宝6敦燈
二元10敦燈

三宝6敦煙

天宝6敦燵

夫
々
起
点
と
す
る

逆
算
推
定
成
丁
年

次
を
第
五
表
の
如

く
整
理
せ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
コ

こ
れ
を
夫
々
E
、

　
　
　
　
　
〔

コF
、
と
し
て
第
五

〔表
に
記
入
し
た
。

　
先
に
考
察
し
た

如
く
、
成
丁
の
年

が
必
ず
し
も
点
入

の
年
と
は
限
ら
な

い
。
点
十
四
率
・
の
極

度
に
高
か
っ
た
朧

・
石
西
睡
地
方
で
は
、

率
ね
成
丁
直
後
乃

至
そ
れ
に
最
も
近

い
時
期
の
簡
点
で

点
入
さ
れ
た
場
合

が
多
か
っ
た
が
、

124　（960）



唐fk府　兵　静j　慶捨遺　　　（　菊　｝也）

　　　第玉表　天宝差科簿衛±・颯衛成丁年次表
衛　　士　　49　　イ牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　颯　　衛　　27　　件

年令別

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
明

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
不

人員

1
2
1
4
1
2
8
0
4
3
5
4
0
2
1
4
2
0
4
1

推定成丁年次

　　　（E）

開元　19

　　18
　　！7

　　16
　　15
　　14
　　13
　　12
　　11
　　10
　　　9

　　8
　　7
　　6
　　　5

　　4
　　3
　　2
　　　1

關元

極
天
雲

太
先
景

無雲

5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
1
1

1
／
1
1
1
1

備考　　1．西村元佑氏「二代塩煙差引簿
　の研究」西域交化研究三423頁ニヨ
　ル。崇龍年間ハ，22成丁ニヨリ修正。
　　2．Eハ天宝10起点。　〔E〕ハ天
　宝6起点ノ逆算ヲ示ス。

　　　　　　　s

推定成丁年次
年令別 人員

F　　1 〔F〕

37 1 開元　　23 開元　　19

38 1 22 18

39 1 2玉 17

40 2 20 16

41 1 19 15

42 0

43 1 17 13

44 0

45 0

46 1 14 10

47 0

48 2 12 8

49 3 11 7

50 1 10 6

51 2 9 5

52 3 8 4

53 2 7 3

54 0

55 0

56 1 4 驚・
57 2 3 景雲　　2

58 1

59 3 1 量雲　　1

そ
の
中
に
若
壮
者
不
足
の
た
め
時
湊
か
な

診
高
令
に
達
し
て
か
ら
点
入
さ
れ
た
者
が

混
じ
て
い
る
と
云
う
状
態
で
あ
つ
た
と
思

わ
れ
る
。
又
若
壮
者
を
他
の
兵
種
に
奪
わ

れ
る
に
到
る
と
高
年
者
を
括
取
点
入
し
た

場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
一
応
の
参
考

と
し
て
眺
め
る
と
、
威
亨
三
年
、
長
寿
二

年
の
成
丁
は
夫
々
そ
の
年
か
翌
年
か
の
簡

点
に
点
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
所
が

事
例
の
増
え
る
開
元
初
年
以
後
は
成
丁
年

次
は
殆
ん
ど
毎
年
に
分
布
し
て
お
り
、
員

数
を
検
し
て
・
も
殆
ん
ど
規
則
的
な
山
を
求

め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
翔
衛
の
方
は

若
干
波
を
認
め
得
る
が
、
こ
れ
又
三
年
一

簡
乃
至
六
加
＋
一
簡
と
云
つ
た
規
…
則
的
波
を

検
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
か
く
て

開
元
六
年
を
境
と
し
て
　
点
年
次
に
何
等

か
の
変
更
が
加
え
ら
れ
た
か
否
か
を
う
か

が
う
事
は
函
難
で
、
六
年
以
前
が
三
年
一
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簡
で
あ
っ
た
明
証
竜
確
認
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
六
．

年
一
簡
説
に
と
っ
て
極
め
て
否
定
的
な
資
料
で
あ
塑
、
毎
歳
短
簡
を

否
定
す
る
根
拠
は
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
毎
歳
一
端
説

を
成
立
せ
し
め
る
可
能
性
が
濃
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
会

要
の
開
元
六
年
勅
命
年
一
黒
点
説
は
更
め
て
考
慮
さ
れ
、
反
対
に
心

志
の
毎
六
歳
一
簡
説
は
そ
の
毘
所
を
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
然

ら
ば
翻
っ
て
、
開
元
七
年
軍
防
令
は
何
故
こ
の
点
で
新
制
を
掲
げ
ず
、

コ
ニ
年
一
簡
」
を
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
も
と
も
と
こ
れ
が

開
元
七
年
令
で
あ
る
確
証
は
な
い
。
六
典
引
用
の
令
文
は
稀
に
開
元

二
五
年
令
電
あ
る
と
同
時
に
、
開
元
三
年
令
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
「
三
年
一
簡
要
」
を
七
年
令
と
考
え

ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
竜
な
い
と
同
時
に
、
二
五
年
令
と
考
え
る
根
拠
は

大
勢
上
か
ら
成
り
立
ち
難
く
、
む
し
ろ
貞
観
・
一
三
令
を
承
け
た
三

年
令
と
考
え
る
に
何
の
支
障
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
拙
稿
「
唐
代
丘
ハ
募
の
性
格
と
名
称
と
に
つ
い
て
」
『
史
淵
』
六
七
・
八

　
合
輯
（
昭
和
三
「
年
）
参
照
。

②
　
玉
井
是
博
氏
「
唐
代
書
黒
土
」
『
支
那
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
参
照
。

③
本
文
書
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陞
「
吐
魯
魚
出
土
の
襲
撃
公
績
（
蒲
昌

　
山
僧
文
諮
等
）
」
『
斎
忌
』
一
巻
六
ロ
万
（
昭
和
一
二
年
八
月
）
に
、
轟
叉
書
に
つ
感
U

　
ら
れ
た
べ
　
リ
オ
の
鶴
単
な
解
説
の
牧
瞬
割
鴫
鞭
氏
に
よ
る
畑
翻
訳
と
共
に
癬
榔
酪
∴
か

　
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
。
学
界
の
㎝
部
で
ほ
既
に
周
知
の
文
魯
で
あ
ろ
う
が

　
筆
巻
は
藤
枝
助
教
授
の
写
真
（
東
洋
文
輝
蔵
）
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の

　
存
在
を
教
え
て
戴
い
た
。
付
記
し
た
番
号
は
夫
々
仁
井
田
博
士
が
紹
介
さ

　
れ
る
際
写
心
志
に
付
』
さ
れ
た
も
の
と
、
藤
枝
氏
の
写
真
に
付
せ
ら
れ
た
毒
念

　
号
で
あ
る
。
又
文
書
の
判
読
を
は
じ
め
諸
般
の
知
識
に
つ
い
て
、
東
洋
文

　
庫
の
池
照
温
氏
に
並
々
な
ら
ぬ
御
慶
灘
を
戴
い
た
。
付
記
し
て
感
謝
し
た

　
い
。
な
お
蒲
昌
府
に
つ
い
て
は
別
稿
に
詳
考
す
る
。

④
こ
こ
に
見
え
る
地
団
に
関
し
て
は
、
晴
以
来
の
軍
坊
三
筆
の
制
が
関
係

　
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
や
長
く
な
る
の
で
詳
考
は
別
稿
に
譲
る
。

⑤
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
敦
煙
発
見
天
社
六
載
龍
拗
郷
都
二
塁
戸

　
日
中
の
戸
主
杜
懐
奉
の
亡
兄
男
崇
真
は
、
天
二
六
載
の
籍
禰
年
令
参
拾
集

　
歳
、
衛
士
・
武
騎
尉
で
あ
る
。
逆
算
す
る
に
彼
の
成
丁
の
年
は
闘
元
十
九

　
年
と
な
る
。
所
が
彼
の
受
勲
に
関
し
、
戸
籍
に
は
「
玉
藍
十
八
年
閏
六
月

　
廿
日
華
甲
頭
李
処
明
」
と
注
せ
ら
れ
て
お
り
、
成
田
の
前
年
師
既
に
勲
…
官
【
に

　
叙
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
彼
の
入
軍
は
更
に
そ
れ
以
前

　
と
云
う
こ
と
に
な
る
わ
け
か
と
思
わ
れ
る
。

⑥
　
　
『
敦
煙
綴
瑛
』
上
・
顔
ゴ
一
九
・
三
三
六
〇
・
詩
鶴
黙
残
巻
参
照
。

⑦
『
西
域
文
化
研
究
』
第
三
巻
、
小
笠
原
宣
秀
・
西
村
元
佑
「
唐
代
役
制

　
闘
係
文
書
考
」
参
照
。

⑧
浜
口
重
国
「
府
兵
鋼
慶
よ
り
新
兵
制
へ
」
上
腕
史
学
雑
誌
ヒ
編
十
号
。

⑨
唐
藩
儒
『
新
唐
書
兵
志
野
正
』
北
京
、
一
九
五
七
。

⑩
　
簡
年
規
定
が
軍
男
旱
に
規
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
良
観
十
一
年
の
平
平

　
令
、
永
徽
三
年
の
永
徽
令
、
に
載
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
定
戸
・
造
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籍
の
年
を
各
々
子
卯
午
酉
、
丑
辰
未
戌
と
す
る
こ
と
ぼ
三
后
朝
に
な
っ
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簡
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疋
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あ
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鈴
木
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次
と
唐
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」
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央
大
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学
部
紀
要
』
史

　
学
科
第
三
号
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⑫
　
ペ
リ
オ
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八
九
八
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山
本
達
郎
「
敦
煙
発
見
戸
制
田
制
関
係
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十
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一
」
　
『
東
文
化
研
究
所
紀
…
要
』
・
†
論
証
、
　
一
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頁
。

⑬
即
ち
先
天
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文
を
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通
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徽
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令
の
金
般
的
引
上
げ
と
解

　
し
た
場
合
。

⑭
西
村
元
佑
「
唐
代
敦
燈
差
科
簿
の
研
究
」
『
西
域
文
化
研
究
』
第
三
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二
三
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。
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猷h・14th　y9脚f　t益・盈．emm・i・…Th呈＄i即・r七was　c6・d・・t・dlim

connetttion　with’t．he　reconstruction　ef　the　ternple　by　・Eiko”　born　of　the’

Sagawas，　an　infiuenclai　family　in　the　north－easten　part　6f　the　Ya7nato’

Provin．ce．’@Some　fragmentary　pages　from　the　“Scripturs　lnviting

Ship”　are　saved　from　destruction　and　tell　us　how　and　vihere　those

on　board　purchased　their　food，　thereby　suggesting　the　route，　they　tool〈

to　go　to　their　destination．’　The　scriptures　thus　brought　are　by　good

luck　preserved　at　the　Zo”］’6y’i　Temple　in　Tokyo．　This　raay　be　a　i”are

occurrence　Which　clarifies　a　history’“of　Scriptures　imported　in　the

Bummei　era．

　　　　　　　　　　　　　Some．Notes　on　the　Fu－P‘疹㎎肩兵

　　　　　　　　　　　　　System　of　the　T‘α㎎唐＝Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hideo　Kikuchi

　　This・article　is　a　part◎f　the　孤onograph‘The　M：ilitary　System　of

T‘adzg唐centering　the．1〈ai－Yuah開元and　Tien・Pa・天宝periods，

the　main’ 垂≠窒煤@of　the　first　chapter．　1，　here，　treat　the　re1atlon　between

common　tax－payers　as　a　basis　of　rnllitary　service，　or　Pai－hsing　erfkg！

regi・¢red　in　the　Ch・u－hsien州県censusr　a・d　Fu－P‘ing府兵（T」V・i－

che．．衛士）entered　in　the　C．　han－fu軍戸register，　and　tben　the　i’elation

between（1）tegisters　in　CJzozi－hsien州県and（）麓π一fu軍府，（2）the

procedure　of　Cha’ツfu　軍府　reg量ster，　（3）　the　conscription　procedure．，

（4）　the　jurisdiction　of．　Chou－hsien　Silt　lec　and　Chab’n－fz‘・ee　filT一，　and　（5）　the・

conscript圭on　term　Qf　Fu－1）‘in9　｝待兵　　i臓　the　so－called　Chrk’一fu－chou　軍

沖州．

　　Owing．to　many　students，　accompli曲lnents，　I　try　to　study　sohle

points　as　a　baslc　work　to　use　resources　of　milita．　ry　system　from

Tun－lbeang敦燈and　Ttirfan　which　were　recently　illtroduced，　andもhe

investigation　of　some　special’　aspects　of　T‘ang　systerri　at　work　may

be　a　basis　of　studying　the　’developing　history　of　official　systern．i’ri

China．
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